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は じ め に 

本市では、茅ヶ崎市監査委員条例第１条の規定により３名の監査委員が選任

され、行政の公正と能率を確保することを目的として、地方自治法の規定に基

づき定期監査、行政監査、財政援助団体等の監査、例月出納検査及び決算審査

等を行っています。 

 令和３年度は、４月に議会選出監査委員が、１０月に識見監査委員がそれぞ

れ退任し、令和３年第２回及び第４回市議会定例会において新たな委員の選任

の議決がされました。 

各監査の状況としては、定期監査では、予算の執行及び所管業務等財務に関

する事務が適正かつ効率的に執行されているかを主眼として事務事業を抽出し

て行いました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況に鑑みて前回の定期

監査で指摘のあった課かいを対象とし、４月から１月まで９部局１７課かいの

定期監査を実施しました。対象部局が異なるので単純な比較はできませんが、

３年度の指摘事項は１５件で、前年度の１１件に比べ４件増加しました。 

また、学校の定期監査では、予算の執行事務が適正に執行されているかを主

眼として、１０月から２月まで小学校１０校、中学校６校を対象として監査を

実施しました。そのうち小学校５校と中学校３校については、薬品、備品、消

耗品及び学校施設の管理状況を実地監査する予定でしたが、新型コロナウイル

ス感染症のまん延により中止しました。３年度の指摘事項は１４件で、前年度

の７件に比べ７件増加しました。 

このほか、補助金交付団体等を対象とした財政援助団体等監査及び一般行政

事務を対象とした行政監査を実施しました。 

例月出納検査では、各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融

機関の預金及び借入金の残高証明書、関係帳簿、証拠書類等との照合、その他

通常実施すべき検査を実施した結果、いずれも計数的に正確なものと認められ

ました。 

財務事務に関しては今後も、担当職員への継続した研修のほか、承認者や決

裁を行う管理職に対する研修を充実し、職員一人一人が適正な事務執行に努め、

公正で合理的かつ能率的な行政運営の推進が必要です。  

また、新型コロナウイルス感染症や不安定な国際情勢の影響により、景気の

先行不透明な状況が続いていることから、全職員が本市の厳しい財政状況を改

めて認識し、効率的で効果的な行政経営に取り組むことが求められます。 

この度、３年度における監査の実施状況及び監査の結果等をとりまとめ、「監

査年報」を作成しましたので、本市の監査の現況を理解する一助として参考に

していただければ幸いです。 

 

   令和４年９月  

                        茅ヶ崎市監査委員 
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◇ 監査の概要 

 １ 監査の結果  

   令和３年度に実施した監査の結果は、次のとおりです。 

 

   定期監査               指摘事項なし ９課   指摘事項あり  ８課  

   定期監査（学校）       指摘事項なし ６校   指摘事項あり １０校  

   行政監査  

   財政援助団体等監査     指摘事項あり １件  

   例月出納検査           指摘事項なし  

   決算審査               指摘事項なし  

   健全化判断比率等審査   指摘事項なし  

 

 ２ 監査の観点  

 監査委員の役割は、公正で合理的かつ能率的な市の行政運営確保のた

め、違法、不正の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて監査等を実施し、

もって、市の行政の適法性、効率性、妥当性の保障を期すものです。  

令和３年度は、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関する事務

事業の執行について、公正・公平で、かつ合理的・効率的に運営されてい

るかを監査するとともに、違法性の指摘だけでなく、再発防止の指導に重

点を置いた監査を実施しました。 

また、監査に当たっては、事務事業の執行が予算及び議決並びに法令等

に基づいて行われているかに留意しました。  

 

 ３ 監査の実施状況 

各監査の実施状況は、次のとおりです。 

 

（1）定期監査（地方自治法（以下「法」という。）第１９９条第４項） 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査は、部単位

（行政委員会等を含む。）で実施しました。対象部課かいは、原則隔年      

とし、対象年度は令和２年度分としました。 

 

対象部局・期間 

企画部、市民安全部 ４／３０～７／２ 

秘書広報課、市民相談課 
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こども育成部、都市部 ９／１～１０／２９ 

子育て支援課、保育課、都市政策課、景観みどり課  

 

総務部、会計課 １０／１～１１／２６ 

職員課、市民自治推進課、市民課、会計課 

 

福祉部 １１／１～１２／２７ 

福祉政策課、保険年金課、障がい福祉課、高齢福祉介護課  

 

文化生涯学習部、議会事務局 １２／１～１／２８ 

文化生涯学習課、スポーツ推進課、議会事務局  

 

（2）定期監査（学校）（法第１９９条第４項） 

小学校、中学校の予算の執行及び収入・支出事務は、対象年度を令和

２年度分とし、１０月～２月に実施しました。 

対象は、次の１６校です。 

 

小学校１０校・・・茅ヶ崎小、西浜小、小出小、梅田小、香川小、 

・・・・・・・・・柳島小、円蔵小、東海岸小、緑が浜小、汐見台小 

 

中学校 ６校・・・松林中、松浪中、鶴が台中、浜須賀中、中島中、 

・・・・・・・・・円蔵中 

 

（3）行政監査（法第１９９条第２項） 

    現金（公金）の収納・支出業務及びその管理体制について、職員等の

現金の取扱状況を広く調査し、内部統制機能を強化し、安全で適切な公

金管理体制の構築に資することを目的として監査を実施しました。  

    小中学校を除く全部局に対し、調査票の提出を求め（１次調査）、そ

の調査票を基に、取扱規模や取扱業務数の多い課かい等を現地調査の対

象課として選定し、現地確認及び聞き取り調査等（２次調査）を実施し

ました。 

 

（4）財政援助団体等監査（法第１９９条第７項）  

財政的援助を行っている団体、出資団体及び公の施設の管理を行わせ

ているものに対し、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が

適正かつ効果的に行われているかの監査を実施しました。  

対象年度は、令和２年度分としました。  
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   ア 財政援助団体に係わるもの 

    社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉協議会補助金  

 

   イ 公の施設の指定管理に係わるもの 

    茅ヶ崎市老人福祉センター 

    指定管理者 社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉協議会 

 

(5）例月出納検査（法第２３５条の２第１項） 

    会計管理者及び企業出納員の保管する現金（歳計現金、歳入歳出外現

金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。）の現在高及び

出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が

適正に行われているかの検査をしました。 

 

(6）決算審査（法第２３３条第２項及び第２４１条第５項、地方公営企業

法第３０条第２項） 

決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行

又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかの審査を実施しま

した。 

 

(7）健全化判断比率等審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第

３条第１項、第２２条第１項） 

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる

事項を記載した書類の計数が正確に計上され、適正に作成されているか

の審査を実施しました。 
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◇令和３年度の監査結果 
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１  定 期 監 査  

 

茅ヶ崎市監査委員告示第９号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定

に基づき財務監査（定期監査）を執行したので、同条第９項の規定によりその

結果に関する報告を別紙のとおり公表します。  

 

 

  令和３年７月６日 

 

 

              茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 

              同         池田 雄二郎 

同         伊藤 素明  
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 茅ヶ崎市監査委員監査基準に準拠し、次のとおり監査を実施しました。  

 

１ 監査等の種類 

  財務監査（定期監査） 

 

２ 監査等の対象 

  企画部 

 

３ 監査等の着眼点 

  本監査は、別に定める「財務監査の着眼点」により実施しました。  

 

４ 監査等の実施内容（監査の対象項目） 

 (1) 予算の執行に関する事務 

 (2) 収入に関する事務 

 (3) 支出に関する事務 

 (4) 契約に関する事務 

 (5) 補助金、負担金及び交付金に関する事務  

 (6) 工事に関する事務 

 (7) 財産の管理に関する事務 

 

５ 監査等の日程 

令和３年７月２日（金） 

 

６ 監査等の結果 

  予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率的

に執行されているものと認められました。各部課かいの監査結果は次のとお

りです。 

 

  秘書広報課 

  〈広報ちがさき及びちがさき市議会だより運送業務〉  

  茅ヶ崎市契約規則第２４条第１項（契約の手続）では、「落札者は、落札

決定の日から７日以内に契約保証金を納付するとともに、市長が別に定める

契約書に記名押印し、市長が指定する書類を添えて市長に提出しなければな

らない。」と規定していますが、広報ちがさき及びちがさき市議会だより運

送業務は、落札決定の日から７日以内に契約を締結していませんでした。  

 

  〈広報ちがさき及びちがさき市議会だより仕分け業務〉  

  広報ちがさき及びちがさき市議会だより仕分け業務は、変更契約の手続に

不備がありました。 
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  〈茅ヶ崎市広報ちがさき広告掲載契約〉  

  茅ヶ崎市広報ちがさき広告掲載契約について、契約書の決裁手続き中に納

入通知書を発行していたものが２件ありました。  

  この事項については、適切な措置を講じてください。  
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 茅ヶ崎市監査委員監査基準に準拠し、次のとおり監査を実施しました。  

 

１ 監査等の種類 

  財務監査（定期監査） 

 

２ 監査等の対象 

  市民安全部 

 

３ 監査等の着眼点 

  本監査は、別に定める「財務監査の着眼点」により実施しました。  

 

４ 監査等の実施内容（監査の対象項目） 

 (1) 予算の執行に関する事務 

 (2) 収入に関する事務 

 (3) 支出に関する事務 

 (4) 契約に関する事務 

 (5) 補助金、負担金及び交付金に関する事務  

 (6) 工事に関する事務 

 (7) 財産の管理に関する事務 

 

５ 監査等の日程 

令和３年７月２日（金） 

 

６ 監査等の結果 

  予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率的

に執行されているものと認められました。各部課かいの監査結果は次のとお

りです。 

 

  市民相談課 

  〈会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬〉  

  会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬について、勤務時間数

の集計誤りにより、過払いが１件ありました。  
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茅ヶ崎市監査委員告示第１１号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定

に基づき財務監査（定期監査）を執行したので、同条第９項の規定によりその

結果に関する報告を別紙のとおり公表します。  

 

 

  令和３年１１月５日 

 

 

              茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 

              同         伊藤 素明 
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 茅ヶ崎市監査委員監査基準に準拠し、次のとおり監査を実施しました。  

 

１ 監査等の種類 

  財務監査（定期監査） 

 

２ 監査等の対象 

  こども育成部 

 

３ 監査等の着眼点 

  本監査は、別に定める「財務監査の着眼点」により実施しました。  

 

４ 監査等の実施内容（監査の対象項目） 

 (1) 予算の執行に関する事務 

 (2) 収入に関する事務 

 (3) 支出に関する事務 

 (4) 契約に関する事務 

 (5) 補助金、負担金及び交付金に関する事務  

 (6) 工事に関する事務 

 (7) 財産の管理に関する事務 

 

５ 監査等の日程 

令和３年１０月２９日（金） 

 

６ 監査等の結果 

  予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率的

に執行されているものと認められました。各部課かいの監査結果は次のとお

りです。 

 

 (1) 子育て支援課 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 

 

(2) 保育課 

   〈茅ヶ崎市放課後児童健全育成事業運営費等補助金〉  

   茅ヶ崎市放課後児童健全育成事業運営費等補助金の精算額について、補

助金交付要綱と異なる運用により過少払いがありました。  

 

   〈会計年度任用職員の報酬〉 

   会計年度任用職員の報酬について、時間外勤務手当に相当する額の計算
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誤りにより過少払いが２８名、欠勤時間の計算誤りにより過払い及び過少

払いが８名ありました。 

 

   〈茅ヶ崎市届出保育施設利用者支援事業費補助金〉  

   茅ヶ崎市届出保育施設利用者支援事業費補助金について、令和３年３月

３１日までに精算命令書が作成されていませんでした。  

 

   〈茅ヶ崎市放課後児童健全育成事業委託業務（鶴が台小学校区）  

（新型コロナウイルス感染症対策事業分）外３件〉  

   １ 茅ヶ崎市放課後児童健全育成事業委託業務（鶴が台小学校区） 

（新型コロナウイルス感染症対策事業分） 

２ 茅ヶ崎市放課後児童健全育成事業委託業務（鶴が台小学校区）  

（新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業分）  

３ 茅ヶ崎市放課後児童健全育成事業委託業務（広域児童クラブ）  

（新型コロナウイルス感染症対策事業分） 

４ 茅ヶ崎市放課後児童健全育成事業委託業務（広域児童クラブ）  

（新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業分）  

以上４件は、１者による随意契約ですが、契約にあたり事前に随意契 

約することについて決裁を取っていませんでした。 
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 茅ヶ崎市監査委員監査基準に準拠し、次のとおり監査を実施しました。  

 

１ 監査等の種類 

  財務監査（定期監査） 

 

２ 監査等の対象 

  都市部 

 

３ 監査等の着眼点 

  本監査は、別に定める「財務監査の着眼点」により実施しました。  

 

４ 監査等の実施内容（監査の対象項目） 

 (1) 予算の執行に関する事務 

 (2) 収入に関する事務 

 (3) 支出に関する事務 

 (4) 契約に関する事務 

 (5) 補助金、負担金及び交付金に関する事務  

 (6) 工事に関する事務 

 (7) 財産の管理に関する事務 

 

５ 監査等の日程 

令和３年１０月２９日（金） 

 

６ 監査等の結果 

  予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率的

に執行されているものと認められました。各部課かいの監査結果は次のとお

りです。 

 

 (1) 都市政策課 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 

 

 (2) 景観みどり課 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 
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茅ヶ崎市監査委員告示第１２号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定

に基づき財務監査（定期監査）を執行したので、同条第９項の規定によりその

結果に関する報告を別紙のとおり公表します。  

 

 

  令和３年１２月１日 

 

 

              茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 

同         伊藤 素明  
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 茅ヶ崎市監査委員監査基準に準拠し、次のとおり監査を実施しました。  

 

１ 監査等の種類 

  財務監査（定期監査） 

 

２ 監査等の対象 

  総務部 

 

３ 監査等の着眼点 

  本監査は、別に定める「財務監査の着眼点」により実施しました。  

 

４ 監査等の実施内容（監査の対象項目） 

 (1) 予算の執行に関する事務 

 (2) 収入に関する事務 

 (3) 支出に関する事務 

 (4) 契約に関する事務 

 (5) 補助金、負担金及び交付金に関する事務  

 (6) 工事に関する事務 

 (7) 財産の管理に関する事務 

 

５ 監査等の日程 

令和３年１１月２６日（金） 

 

６ 監査等の結果 

  予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率的

に執行されているものと認められました。各部課かいの監査結果は次のとお

りです。 

 

 (1) 職員課 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 

 

 (2) 市民自治推進課 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 

 

 (3) 市民課 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 



16 

 

 茅ヶ崎市監査委員監査基準に準拠し、次のとおり監査を実施しました。 

 

１ 監査等の種類 

  財務監査（定期監査） 

 

２ 監査等の対象 

  会計課 

 

３ 監査等の着眼点 

  本監査は、別に定める「財務監査の着眼点」により実施しました。  

 

４ 監査等の実施内容（監査の対象項目） 

 (1) 予算の執行に関する事務 

 (2) 収入に関する事務 

 (3) 支出に関する事務 

 (4) 契約に関する事務 

 (5) 補助金、負担金及び交付金に関する事務  

 (6) 工事に関する事務 

 (7) 財産の管理に関する事務 

 

５ 監査等の日程 

令和３年１１月２６日（金） 

 

６ 監査等の結果 

  予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率的

に執行されているものと認められました。監査結果は次のとおりです。  

 

  会計課 

予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 
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茅ヶ崎市監査委員告示第１号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定

に基づき財務監査（定期監査）を執行したので、同条第９項の規定によりその

結果に関する報告を別紙のとおり公表します。  

 

 

  令和４年１月５日 

 

 

              茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 

              同         成田  博隆 

同         伊藤   素明  
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 茅ヶ崎市監査委員監査基準に準拠し、次のとおり監査を実施しました。  

 

１ 監査等の種類 

  財務監査（定期監査） 

 

２ 監査等の対象 

  福祉部 

 

３ 監査等の着眼点 

  本監査は、別に定める「財務監査の着眼点」により実施しました。  

 

４ 監査等の実施内容（監査の対象項目） 

 (1) 予算の執行に関する事務 

 (2) 収入に関する事務 

 (3) 支出に関する事務 

 (4) 契約に関する事務 

 (5) 補助金、負担金及び交付金に関する事務  

 (6) 工事に関する事務 

 (7) 財産の管理に関する事務 

 

５ 監査等の日程 

令和３年１２月２７日（月） 

 

６ 監査等の結果 

  予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率的

に執行されているものと認められました。各部課かいの監査結果は次のとお

りです。 

 

 (1) 福祉政策課 

   〈会計年度任用職員の報酬〉 

   会計年度任用職員の報酬について、計算誤りによる過払いが１件ありま

した。 

 

(2) 保険年金課 

   〈会計年度任用職員の報酬及び費用弁償〉  

   会計年度任用職員の報酬及び費用弁償について、計算誤り等による過払

いが４件、過少払いが２件ありました。  
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 (3) 障がい福祉課 

   〈軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成〉  

   茅ヶ崎市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成要綱第４条第１項で

は、助成金の額を「１円未満の端数があるときは、その端数の額を切り上

げた額」と規定していますが、端数を切り捨てて助成決定しているものが

１件ありました。 

 

   〈障害支援区分認定調査業務委託〉 

   障害支援区分認定調査業務委託においては、契約書と異なる方法で支出

していました。 

 

 (4) 高齢福祉介護課 

   〈公益社団法人茅ヶ崎市シルバー人材センター運営費補助金〉  

   茅ヶ崎市福祉部高齢福祉介護課所管に係る補助金交付要綱では、公益社

団法人茅ヶ崎市シルバー人材センター運営費補助金の交付の時期が「補助

金額のおおむね 2 分の 1 を交付決定通知後 1 月以内に交付し、残額を 7

月、10 月及び翌年 1 月に交付する」と規定されていますが、1 月に補助金

が交付されていませんでした。 

 

   〈茅ヶ崎市第１号介護予防支援事業業務委託〉  

   茅ヶ崎市第１号介護予防支援事業業務委託は、１者による随意契約です

が、契約にあたり随意契約することについて決裁を取っていませんでし

た。 
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茅ヶ崎市監査委員告示第２号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定

に基づき財務監査（定期監査）を執行したので、同条第９項の規定によりその

結果に関する報告を別紙のとおり公表します。  

 

 

  令和４年２月２日 

 

 

              茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 

              同         成田  博隆 

同         伊藤   素明  
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 茅ヶ崎市監査委員監査基準に準拠し、次のとおり監査を実施しました。  

 

１ 監査等の種類 

  財務監査（定期監査） 

 

２ 監査等の対象 

  文化生涯学習部 

 

３ 監査等の着眼点 

  本監査は、別に定める「財務監査の着眼点」により実施しました。  

 

４ 監査等の実施内容（監査の対象項目） 

 (1) 予算の執行に関する事務 

 (2) 収入に関する事務 

 (3) 支出に関する事務 

 (4) 契約に関する事務 

 (5) 補助金、負担金及び交付金に関する事務  

 (6) 工事に関する事務 

 (7) 財産の管理に関する事務 

 

５ 監査等の日程 

令和４年１月２８日（金） 

 

６ 監査等の結果 

  予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率的

に執行されているものと認められました。各部課かいの監査結果は次のとお

りです。 

 

 (1) 文化生涯学習課 

   〈茅ヶ崎市美術館の図録等頒布代金等〉  

   茅ヶ崎市美術館の図録等頒布代金等は、収納事務委託の手続に不備があ

りました。    

 

(2) スポーツ推進課 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 
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 茅ヶ崎市監査委員監査基準に準拠し、次のとおり監査を実施しました。  

 

１ 監査等の種類 

  財務監査（定期監査） 

 

２ 監査等の対象 

  議会事務局 

 

３ 監査等の着眼点 

  本監査は、別に定める「財務監査の着眼点」により実施しました。  

 

４ 監査委員の除斥 

  議会事務局の監査においては、議員選出の監査委員である伊藤素明委員に

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条の２の規定によ

り、除斥としました。 

 

５ 監査等の実施内容（監査の対象項目） 

 (1) 予算の執行に関する事務 

 (2) 収入に関する事務 

 (3) 支出に関する事務 

 (4) 契約に関する事務 

 (5) 補助金、負担金及び交付金に関する事務  

 (6) 工事に関する事務 

 (7) 財産の管理に関する事務 

 

６ 監査等の日程 

令和４年１月２８日（金） 

 

７ 監査等の結果 

  予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率的

に執行されているものと認められました。監査結果は次のとおりです。  

 

  議会事務局 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 
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２  定 期 監 査（ 学 校 ） 

 

茅ヶ崎市監査委員告示第３号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定

に基づき財務監査（定期監査）を執行したので、同条第９項の規定によりその

結果に関する報告を別紙のとおり公表します。  

 

 

  令和４年２月１８日 

 

 

              茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 

              同         成田  博隆 

              同         伊藤   素明 

 

 

 

  



24 

 

 茅ヶ崎市監査委員監査基準に準拠し、次のとおり監査を実施しました。  

 

１ 監査等の種類 

  財務監査（定期監査（学校）） 

 

２ 監査等の対象 

 (1) 小学校    

      茅ヶ崎市立茅ヶ崎小学校 

      同    西 浜小学校 

      同        小 出小学校 

      同    梅 田小学校 

   同    香 川小学校 

   同    柳 島小学校 

   同    円 蔵小学校 

   同    東海岸小学校 

   同    緑が浜小学校 

   同    汐見台小学校 

 (2) 中学校 

      茅ヶ崎市立松 林中学校 

      同    松 浪中学校 

      同    鶴が台中学校 

      同    浜須賀中学校 

      同    中 島中学校 

      同    円 蔵中学校 

 

３ 監査等の着眼点 

  本監査は、別に定める「財務監査（学校）の着眼点」により実施しました。 

 

４ 監査等の実施内容（監査の対象項目） 

  この監査は、令和２年度の再配当予算の執行及び令和３年度における所管

の業務が適正・効率的に執行、管理されているかどうかを主眼として抽出に

より実施しました。 

な お 、薬品の管理に関する事務、消耗品の管理に関する事務、備品の管

理に関する事務、 施設の管理に関する事務の監査は、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大状況に鑑みて中止しました。  
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５ 監査等の日程 

  令和４年２月１０日（木） 

 

６ 監査等の結果 

  今年度対象となった小学校と中学校における定期監査の結果、再配当予算

の執行は、おおむね適正に行われていました。各学校の監査結果は次のとお

りです。 

 

 (1) 小学校 

  ア 茅ヶ崎小学校 

    学校管理費の消耗品費で令和２年４月３日に起票された支出負担行

為書起票番号３の「抗菌・防臭・防カビマット  管理用」は、支出負担

行為書に検収日の記入がされていませんでした。  

 

  イ 西浜小学校 

    学校管理費の消耗品費で令和２年１１月９日に起票された支出負担

行為書起票番号８８の「リソーインク・マスター 印刷用」は、支出負

担行為書の検収日が納品日と異なった日付で記入されていました。  

 

  ウ 小出小学校 

    再配当予算の執行は、おおむね適正に行われていました。  

 

  エ 梅田小学校 

    再配当予算の執行は、おおむね適正に行われていました。  

 

  オ 香川小学校 

    (ｱ) 学校管理費の修繕料で令和３年３月１日に起票された支出負担

行為書起票番号１１の「ブラインド全取替 ＰＣルーム用」は、

支出負担行為書の金額根拠となる見積書の日付が令和３年３月３

１日となっていました。 

 

    (ｲ) 教育振興費の消耗品費で令和３年２月２５日に起票された支出

負担行為書起票番号２４に添付されている「カバーテープ 教科

用」の見積書には、日付が記載されていませんでした。 
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  カ 柳島小学校 

    学校管理費の燃料費で令和２年１０月３１日に起票された支出負担

行為書起票番号６に添付されている「１０月分プロパンガス料」の請求

書（検針票）の額と支出負担行為書の額が異なっていました。  

 

  キ 円蔵小学校 

    教育振興費の消耗品費で令和２年８月３日に起票された支出負担行

為書起票番号１７の「ブルーレイプレーヤー 特別支援学級用」及び学

校給食管理費の消耗品費で令和３年２月１８日に起票された支出負担

行為書起票番号１４の「給食用消耗品 １４」は、契約の相手方とは異

なる業者で支出負担行為書が起票されていました。 
 

  ク 東海岸小学校 

再配当予算の執行は、おおむね適正に行われていました。  

 

ケ 緑が浜小学校 

    再配当予算の執行は、おおむね適正に行われていました。  

 

コ 汐見台小学校 

    (ｱ) 学校管理費の修繕料で令和３年２月１０日に起票された支出負

担行為書起票番号５の「シュレッダー修理 管理用」、２月１９日

に起票された起票番号７の「拡大機修理  事務用」、手数料で２月

２２日に起票された起票番号１の「ピアノ移動 教科用」及び起

票番号２の「ピアノ調律 教科用」、２月２６日に起票された起票

番号３の「ピアノ移動 教科用」、備品購入費で２月１９日に起票

された起票番号１の「シュレッダー 事務用」は、見積書の添付

がありませんでした。 

 

    (ｲ) 学校給食管理費の消耗品費で令和２年７月１３日に起票された

支出負担行為書起票番号５の「給食用消耗品 ５」は、請求書の

額と支出負担行為書の額が異なっていました。  
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 (2) 中学校 

  ア 松林中学校 

    (ｱ) 学校管理費の消耗品費で令和３年２月１９日に起票された支出

負担行為書起票番号１１２に添付されている「教務必携 外 事

務用」の見積書には、首標金額が記載されていませんでした。  

 

    (ｲ) 学校管理費の修繕料で令和３年２月１６日に起票された支出負

担行為書起票番号１０に添付されている「洗濯機修理 管理用」

の見積書には、日付が正しく記載されていませんでした。  

 

  イ 松浪中学校 

    学校管理費の印刷製本費で令和２年５月１日に起票された支出負担

行為書起票番号１に添付されている「学校要覧  管理用」の見積書には、

代表者の役職名及び氏名が記載されていませんでした。  

 

  ウ 鶴が台中学校 

    (ｱ) 学校管理費の消耗品費で令和２年１０月２７日に起票された支

出負担行為書起票番号９７の「ゼロックスＶ－Ｐａｐｅｒ 事務

及び教科用」は、契約の相手方とは異なる業者で支出負担行為書

が起票されていました。 

 

    (ｲ) 学校管理費の消耗品費で令和３年２月８日に起票された支出負

担行為書起票番号２５の「学校保健総合管理ソフトえがお４ 保

健ソフト用」は、支出負担行為書に検収日の記入がされていませ

んでした。 

 

  エ 浜須賀中学校 

再配当予算の執行は、おおむね適正に行われていました。  

 

  オ 中島中学校 

学校管理費の消耗品費で令和２年１２月８日に起票された支出負担

行為書起票番号７８の「白画用紙 事務用」は、支出負担行為書の納品

日及び検収日に、納品書と異なった日付が記入されていました。  

 

  カ 円蔵中学校 

再配当予算の執行は、おおむね適正に行われていました。  
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３  行 政 監 査  

 

茅ヶ崎市監査委員告示第４号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第２項の規定に基づき行

政監査を執行したので、同条第９項の規定によりその結果に関する報告を別紙

のとおり公表します。 

 

 

  令和４年３月３０日 

 

 

              茅ヶ崎市監査委員  森  誠一      

              同         成田 博隆      

              同         伊藤 素明      
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第１ 監査の概要 

１ 監査のテーマ 

公金における現金の取扱いについて 

 

２ 監査の種類 

   地方自治法第 199 条第 2 項の規定に基づく随時監査（行政監査）  

 

３ 監査の目的 

公金は、市民から託された貴重な財産であり、法令等に従い、適正に取

り扱わなければならないものですが、各地で市民の行政不信を招くような

事件や事故が発生しています。特に、職員等が公金を直接現金で取り扱う

業務は、横領や盗難、紛失等が発生するリスクが高まり、より適正・安全

な取扱いが求められます。 

本市においては、平成１６年度に時間外及び休日に収納した現金の保管  

状況について行政監査を実施したところですが、監査後１５年以上が経過

しており、本庁舎も建て替えられているため、現金の保管体制についても

変化が生じていると考えられます。また、平成１６年度には勤務時間内の

収納金の保管状況や、資金前渡により職員に交付した現金の調査は実施し

ていませんでした。 

そこで、今回は勤務時間内の収納金や資金前渡で交付した現金なども含  

め、職員等の現金の取扱状況を広く調査し、内部統制機能を強化し、安全

で適切な公金管理体制の構築に資することを目的として監査を実施しま

す。 

 

４ 監査の対象部局  

    全部局（21 部局 79 課かい） 

 

５ 監査の対象  

    現金（公金）の収納・支出業務及びその管理体制  

 

６ 監査の期間 

令和３年８月から令和４年３月まで 
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７ 監査の実施方法 

全部局に対し、調査票の提出を求め（１次調査）、その調査票を基に、

取扱規模や取扱業務数の多い課かい等を現地調査の対象課として選定し、

現地確認及び聞き取り調査等（２次調査）を実施しました。  

 

(1)  １次調査対象課 

     全部局（21 部局 79 課かい） 

(2)  ２次調査対象課 

    ア 公金の直接収納に関する調査 

      行政総務課、市民課（本庁・香川駅前出張所）、小出支所、収納課、

安全対策課、文化生涯学習課、男女共同参画課、高齢福祉介護課、  

保育課、保健企画課、会計課、農業委員会事務局、鶴嶺公民館、 体 験

学習センター、図書館 

 

イ 資金前渡金に関する調査 

      秘書広報課、資産経営課、生活支援課、議会事務局、教育総務課、

学務課、学校教育指導課、図書館 

 

８ 監査の着眼点 

この監査を実施するに当たっては、次の事項を着眼点としました。  

(1) 現金の収納及び支出体制は適正か。 

(2) 現金の保管は適切に行われているか。 

(3) 収納した現金は遅滞なく指定金融機関等に払い込まれているか。  

(4) 私人への徴収又は収納の委託は適切に行われているか。  
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第２ 監査の結果 

１ 現金の直接収納について 

(1) 現金の直接収納における取扱事務 

 ア 現金の直接収納における取扱事務の概要  

    地方公共団体の会計事務は、地方自治法第 170 条第 1 項で「法律又は

これに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、

当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。」と規定されており、

現金の出納及び保管はこの会計事務の１つとして位置付けられていま

す。 

また、地方自治法第 171 条第 1 項では「会計管理者の事務を補助させ

るため出納員その他の会計職員を置く。」、同条第 3 項では「出納員は、

会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは

保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の会計職

員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさど

る。」と規定されており、出納員又はその他の会計職員となった職員に

より現金が取り扱われることになっています。  

なお、地方公営企業においては、地方公営企業法第 28 条第 1 項で「地

方公営企業を経営する地方公共団体に、当該地方公営企業の業務に係る

出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱

員を置く。ただし、現金取扱員は、置かないことができる。」と規定さ

れています。 

 

 イ 本市の公金の直接収納における取扱事務  

本市では、茅ヶ崎市財務規則第 8 条において、「出納員は、別表第 1

左欄に掲げる課等に置き、出納員に充てる職員及び委任する事務は、そ

れぞれ当該中欄及び右欄に定めるところによる。」と規定されており、

出納員には主に各課の所属長等の職にあるものが任命されています。  

また、茅ヶ崎市財務規則第 4 条及び第 5 条で「その他の会計職員」の

うち現金の出納又は保管の事務に従事する職員を現金取扱員と規定し、

第 6 条で「現金取扱員は、出納員が必要と認めるときに会計管理者と協

議して市長が任命する。」として、市長の任命を受けた現金取扱員が出

納員の命を受けて現金を取り扱うこととなっています。  

なお、地方公営企業会計においては、茅ヶ崎市病院事業の財務に関す

る特例を定める規則第 2 条及び茅ヶ崎市公共下水道事業の財務に関す

る特例を定める規則第 2 条において、それぞれ茅ヶ崎市立病院の事務局

長及び下水道河川部下水道河川総務課長を企業出納員とすることが定

められています。 
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    現金の直接収納に関連する法令等は、次のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治法 

第 170 条 法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、

会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。 

2  前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。  

一 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。 )の

出納及び保管を行うこと。 

（略） 

 

第 171 条 会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置

く。ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。 

2  出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職

員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。 

3  出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納 (小切手の振出しを含む。)

若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の

会計職員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさ

どる。 

4  普通地方公共団体の長は、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に

委任させ、又は当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を出

納員以外の会計職員に委任させることができる。この場合においては、普

通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。 

5  普通地方公共団体の長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させる

ため、規則で、必要な組織を設けることができる。 

 

地方公営企業法 

(企業出納員及び現金取扱員) 

第 28 条 地方公営企業を経営する地方公共団体に、当該地方公営企業の業

務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現

金取扱員を置く。ただし、現金取扱員は、置かないことができる。 

2  企業出納員及び現金取扱員は、企業職員のうちから、管理者が命ずる。  

3  企業出納員は、管理者の命を受けて、出納その他の会計事務をつかさど

る。 

4  現金取扱員は、上司の命を受けて、企業管理規程で定めた額を限度とし

て当該地方公営企業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。  
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茅ヶ崎市財務規則 

（会計職員の設置） 

第 4 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）第 171

条第 1 項に規定するその他の会計職員は、現金取扱員及び会計員とする。 

 

（会計職員の職務） 

第 5 条 現金取扱員の職務は、出納員の命を受け、現金の出納又は保管の事

務に従事する。 

2  会計員の職務は、出納員の命を受け、現金の出納又は保管の事務以外の

会計事務に従事する。 

 

（会計職員の任命） 

第 6 条 現金取扱員は、出納員が必要と認めるときに会計管理者と協議して

市長が任命する。 

 

（出納事務の委任） 

第 8 条 出納員は、別表第 1 左欄に掲げる課等に置き、出納員に充てる職員

及び委任する事務は、それぞれ当該中欄及び右欄に定めるところによる。 

 

茅ヶ崎市病院事業の財務に関する特例を定める規則 

（企業出納員等） 

第 2 条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるた

め、企業出納員及び現金取扱員を置く。 

2  企業出納員は、茅ヶ崎市立病院の事務局長（以下「事務局長」という。）

をもって充てる。ただし、事務局長に事故がある場合又は事務局長が欠け

た場合は、市長は、職員のうちから企業出納員を任命することができる。 

3  企業出納員は、市長の命を受けて病院事業の業務に係る出納その他の会

計事務をつかさどる。 

4  現金取扱員は、市長が任命する。  

5  現金取扱員は、上司の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関

する事務に従事する。 

（略） 
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茅ヶ崎市公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則 

（企業出納員） 

第 2 条 茅ヶ崎市公共下水道事業の設置等に関する条例（平成 23 年茅ヶ崎

市条例第 44 号）第 7 条各号に掲げる会計管理者が行う事務以外の公共下

水道事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企

業出納員を置く。 

2  企業出納員は、下水道河川部下水道河川総務課長（以下「下水道河川

総務課長」という。）をもって充てる。ただし、下水道河川総務課長に事

故があるときは、市長は、職員のうちから企業出納員を任命することが

できる。 

（略） 
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(2) 現金の取扱状況 

令和３年度において、公金収納における現金を取り扱う課かい（取り

扱う可能性がある課かいを含む）は 33 課かいで、全体（79 課かい）の

41.8％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「取り扱っている」と回答のあった課かいにおける現金取扱業務の件

数は 191 件で、職員が直接取り扱うものが 180 件、私人への徴収又は収

納を委託しているものが 11 件となっています。 

職員が直接取り扱う現金の総額については、令和２年度の取扱実績額

は約 7 億円、令和３年度の取扱見込額は約 6 億 3,000 万円となってい

ます。 

また、私人への徴収又は収納を委託している業務については、市税や

国民健康保険料のコンビニエンスストアでの収納などがあり、令和２年

度の取扱実績額は約 72 億円、令和３年度の取扱見込額についても約 72

億円となっています。 

現金取扱業務の内訳については、次表のとおりです。  

区　　分 件数
構成比
（％）

職員が直接取り扱っている 180 94.2

私人へ徴収又は収納を委託している 11 5.8

合　　計 191 100.0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

区　　分 課かい
構成比
（％）

取り扱っている 33 41.8

取り扱っていない 46 58.2

合　　計 79 100.0
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(3) 現金収納の状況 

 ア 現金の収納方法 

職員が直接取り扱っていると回答のあった 180 件の現金の収納方法

の内訳は、次表のとおりです。１つの業務に複数の方法で現金を取り扱

う業務があるため、合計は 185 件となっています。 

区　　分 件数
構成比
（％）

窓口収納 160 86.5

訪問徴収 2 1.1

券売機やコピー機等による収納 16 8.6

その他 7 3.8

合　　計 185 100.0
 

回答件数が多い順に、「窓口収納」160 件（86.5％）、「券売機やコピー

機等による収納」16 件（8.6％）、「その他」7 件（3.8％）、「訪問徴収」

2 件（1.1％）で、窓口収納は全体の 85％以上を占めています。 

「その他」として回答があったものは、保育園内での自己負担金の徴

収や基金のために設置している募金箱などでした。  

 

 

 イ 現金の取扱者 

現金の取扱者の内訳については、次表のとおりです。１つの業務に複

数の取扱者がいる業務があるため、合計が 308 件となっています。 

区　　分 件数
構成比
（％）

常勤職員 177 57.5

会計年度任用職員 126 40.9

その他 5 1.6

合　　計 308 100.0
 

 

 

 

 



37 

 

    回答件数が多い順に「常勤職員」177 件（57.5％）、「会計年度任用職

員」126 件（40.9％）、「その他」5 件（1.6％）となっています。 

なお、２次調査として現地調査を行った課の中には、現金取扱員の任

命を受けていない職員や、委託先の業者が一時的に現金を受け取ってい

るものがありました。 

 

 

 ウ 現金受領時の体制 

現金受領時の体制については、次表のとおりです。  

区　　分 件数
構成比
（％）

常に複数人で対応している 124 68.9

一人で対応する時もある 51 28.3

一人で対応している 5 2.8

合　　計 180 100.0
   

    最も多い回答は「常に複数人で対応している」の 124 件（68.9％）で

したが、「一人で対応する時もある」または「一人で対応している」と

回答した業務は、全体の 30％以上を占めています。 

出先機関や職員が少ない部署、少額の証明書等を多量に取り扱う部署

などでは、一人で対応せざるを得ない状況が発生しています。  

 

 

 エ 現金出納簿 

現金出納簿の有無については、次表のとおりです。  

区　　分 件数
構成比
（％）

あり 153 85.0

なし 27 15.0

合　　計 180 100.0
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    「あり」と回答のあった業務が 153 件（85.0％）で、多くの業務では、

現金出納簿を備えています。「なし」と回答のあった業務の多くは、公

衆電話や複写機の使用料で、機械から取り出して集計後、指定金融機関

等に払い込むものでした。 

 

 

 オ 釣銭の用意 

釣銭の用意の状況については、次表のとおりです。  

区　　分 件数
構成比
（％）

釣銭を用意している 161 89.4

釣銭を用意していない 19 10.6

合　　計 180 100.0
 

    「釣銭を用意していない」と回答した業務は 19 件（10.6％）あり、

用意していない理由は、「寄附金受領事務のために釣銭が発生しない」、

「事前に金額を伝えて釣銭がないように依頼している」、「公衆電話なの

で釣銭は発生しない」などでした。 

なお、釣銭の用意があるものの、会計管理者から交付を受けず、自課

で準備している事例が見受けられました。 

また、２次調査として現地調査で釣銭の保管状況を確認したところ、

収納金と同じように、施錠できる金庫等に保管されていましたが、準備

した釣銭の額が多く、一部の釣銭を使わないまま保管している事例や、

釣銭の金種不足時に、私費で両替をしている事例などが見受けられまし

た。 

    なお、釣銭の交付については茅ヶ崎市財務規則で次のとおり規定され

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茅ヶ崎市財務規則 

（釣銭の交付） 

第 58 条 出納員は、釣銭を必要とするときは、釣銭交付申請書により会計

管理者に申請しなければならない。 

2  会計管理者は、釣銭を必要と認めるときは、出納員に釣銭として必要な

額の現金を交付するものとする。 
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 カ 現金収納業務に関するマニュアル等の整備状況  

現金収納業務に関するマニュアル等の整備状況については、次表のと

おりです。 

区　　分 件数
構成比
（％）

マニュアルを作成している 125 69.4

マニュアルを作成していない 55 30.6

合　　計 180 100.0
 

    「マニュアルを作成している」と回答のあった業務が 125 件（69.4％）

で、多くの業務ではマニュアルが作成されていますが、30％以上の業務

でマニュアルが作成されていませんでした。  

 

 

(4) 現金の保管状況 

 ア 勤務時間内の現金の保管状況 

  (ｱ) 現金の保管場所 

勤務時間内の現金の保管場所については、次表のとおりです。  

なお、１つの業務に対して「レジスターとキャビネットで管理して

いる」など、複数の方法で現金の保管を行っている業務があるため、

合計は 222 件となっています。 

区　　分 件数
構成比
（％）

レジスター 95 42.8

机またはキャビネット 53 23.9

その他 74 33.3

合　　計 222 100.0
 

     回答の多い順に「レジスター」 95 件（42.8％）、「その他」74 件

（33.3％）、「机またはキャビネット」53 件（23.9％）となっています。 

     「その他」の回答については、コピー機や公衆電話など、機械の中

に保管されているものや、手提げ金庫などです。  
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  (ｲ) 現金の保管場所は施錠されているか 

勤務時間内の現金の保管場所の施錠状況については、次表のとおり  

です。 

なお、１つの業務に対して複数の保管場所があるものについて、施

錠状況も複数回答がある業務があるため、合計は 187 件となっていま

す。 

区　　分 件数
構成比
（％）

施錠されている 42 22.5

施錠できるが、していない 114 61.0

施錠できない 31 16.6

合　　計 187 100.0
 

     最も多い回答は「施錠できるが、していない」の 114 件（61.0％）

です。施錠していない理由は、「レジスターで、常時使用する必要が

ある」、「常に職員がその場にいるため」などで、勤務時間中は窓口対

応を迅速に行うため、施錠できる保管場所であっても施錠していない

事例が多く見受けられました。 

 

 

 イ 勤務時間外の現金の保管状況 

  (ｱ) 現金の保管場所 

勤務時間外の現金の保管場所については、次表のとおりです。  

区　　分 件数
構成比
（％）

会計課金庫 26 14.4

机またはキャビネット 29 16.1

その他 125 69.4

合　　計 180 100.0
 

     回答の多い順に「その他」125 件（69.4％）、「机またはキャビネッ

ト」29 件（16.1％）、「会計課金庫」26 件（14.4％）となっています。 

     「その他」の回答については、125 件のうち 112 件が課内に独自 
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で所持している金庫に保管しているものでした。  

 

  (ｲ) 現金の保管場所は施錠されているか 

勤務時間外の現金の保管場所の施錠状況については、次表のとおり  

です。 

区　　分 件数
構成比
（％）

施錠されている 180 100.0

施錠できるが、していない 0 0.0

施錠できない 0 0.0

合　　計 180 100.0
 

     すべての業務において、職員が不在となる勤務時間外の現金は、施

錠された状態で保管されています。 

しかし、２次調査として現地調査で現金の保管状況を確認した課の  

中には、業務ごとに封筒で管理しているものの、金庫内が整理されて

おらず、どの業務の現金なのか一目でわかるようになっていないもの

がありました。 

 

(5) 指定金融機関等へ払い込むまでの期間  

現金受領から指定金融機関等へ払い込むまでの期間については、次表

のとおりです。 

区　　分 件数
構成比
（％）

当日または翌日 114 63.3

収入した日から２～３日 25 13.9

収入した日から１週間以内 3 1.7

収入した日から１か月以内 28 15.6

その他 10 5.6

合　　計 180 100.0
 

 

 

 



42 

 

    最も多い回答は「当日または翌日」の 114 件（63.3％）です。「収入

した日から２～３日」の 25 件（13.9％）と合計すると 139 件で、全体

の 77.2％を占めており、多くの業務において現金は、受領から数日で指

定金融機関等へ払い込まれています。  

    「収入した日から１か月以内」の回答については、収納金を金庫など

に保管しておき、月締めなどでまとめて指定金融機関等へ払い込んでい

るものや、有料コピー機や公衆電話など、機械の中に現金が保管されて

おり、月に一度回収して指定金融機関等に払い込んでいるものなどです。 

    「その他」と回答のあった業務の中には、３か月に一度や半年に一度

まとめて指定金融機関等へ払い込むものがあり、保管期間の長い業務に

ついて、２次調査として現地調査時に聞き取りを行ったところ、「取扱

件数が少ない」、「取扱金額が少額」などの理由によるものでした。  

    なお、収納金の払込みについては、茅ヶ崎市財務規則で次のとおり規

定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 券売機やコピー機等による収納 

 ア 券売機やコピー機等から現金を回収する頻度  

券売機やコピー機等によって収納していると回答のあった 16 件につ

いて、これらの収納機器から現金を回収する頻度は次ページの表のとお

りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茅ヶ崎市財務規則 

（収納金等の払込み） 

第 10 条 出納員等は、納入義務者から納付された現金又は証券（以下「収

納金等」という。）を受領したときは、速やかにこれを指定金融機関等に

払い込まなければならない。 
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区　　分 件数
構成比
（％）

毎日 1 6.3

１週間に１回 1 6.3

１か月に１回 9 56.3

その他 5 31.3

合　　計 16 100.0
 

    最も多い回答は「1 か月に 1 回」の 9 件（56.3％）で、半数以上が月

締めで収納機器から現金を回収しています。  

    「その他」と回答のあった業務には、公衆電話で取扱金額が少額のた

め、年に３回程度であったり、１か月に２～４回券売機から回収し、金

庫内で保管し、１か月に１回銀行へ入金するといった事例もありました。 

 

 

 イ 現金回収時の体制 

現金回収時の体制については、次表のとおりです。  

区　　分 件数
構成比
（％）

常に複数人で対応している 8 50.0

一人で対応する時もある 6 37.5

一人で対応している 2 12.5

合　　計 16 100.0
 

    最も多い回答は「常に複数人で対応している」の 8 件（50.0％）でし

たが、「一人で対応する時もある」または「一人で対応している」と回

答した業務を合計すると半数を占めています。  

公衆電話など取扱金額が少額の業務において、一人で取り扱う割合が

高くなっています。 
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(7) 私人への徴収又は収納の委託について  

 ア 私人への徴収又は収納を委託している歳入科目  

私人への徴収又は収納を委託している歳入科目の内訳については、次

表のとおりです。 

区　　分 件数
構成比
（％）

使用料 1 9.1

手数料 3 27.3

賃貸料 0 0.0

物品売払代金 1 9.1

寄附金 0 0.0

貸付金の元利償還金 0 0.0

市税 1 9.1

国民健康保険料 1 9.1

後期高齢者医療保険料 1 9.1

保育料 1 9.1

介護保険料 1 9.1

その他 1 9.1

合　　計 11 100.0
 

 

    公金収納において、私人への徴収又は収納の委託を行っている業務は

11 件です。「その他」の 1 件は、市立病院の診療費等の収納業務です。 

    私人への徴収又は収納の委託については、委託できる歳入が限定され

ており、関連する法令等は、次ページのとおりです。  
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地方自治法 

（私人の公金取扱いの制限） 

第 243 条 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

ある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委

任し、又は私人をして行なわせてはならない。 

 

地方自治法施行令 

（歳入の徴収又は収納の委託） 

第 158 条 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保

及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴

収又は収納の事務を委託することができる。 

一 使用料 

二 手数料 

三 賃貸料 

四 物品売払代金 

五 寄附金 

六 貸付金の元利償還金 

七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号ま

でに掲げる歳入に係る遅延損害金 

（略） 

 

第 158 条の 2 普通地方公共団体の歳入のうち、地方税 (当該地方税に係る地

方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加

算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。以下この条におい

て同じ。)については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務

を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者と

して当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収

納の事務を委託することができる。 

（略） 

 

地方公営企業法 

（公金の徴収又は収納の委託） 

第 33 条の 2 管理者は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事

務については、収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認める場合に

限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。 
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国民健康保険法 

（保険料の徴収の委託） 

第 80 条の 2 市町村は、普通徴収の方法による保険料の徴収の事務について

は、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、

政令の定めるところにより、私人に委託することができる。  

 

高齢者の医療の確保に関する法律 

（保険料の徴収の委託） 

第 114 条 市町村は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の徴収の事務

については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場

合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。  

 

介護保険法 

（保険料の収納の委託） 

第 144 条の 2 市町村は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の収納の

事務については、収入の確保及び第一号被保険者の便益の増進に寄与する

と認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することが

できる。 

 

子ども・子育て支援法 

附則第 6 条 

（略） 

5  前項に規定する額の収納の事務については、収入の確保及び保育費用に

係る保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者の便益の

増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に

委託することができる。 

 （略） 
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 イ 契約書の作成について 

契約書の作成状況については、次表のとおりです。  

区　　分 件数
構成比
（％）

契約書を作成している 10 90.9

契約書を作成していない 1 9.1

合　　計 11 100.0
 

    「契約書を作成していない」と回答のあった 1 件については、指定管

理者との間に管理運営に関する協定書は締結していますが、その中に、

収納事務委託に関する記載がありませんでした。  

    なお、契約書の作成については、茅ヶ崎市財務規則で次ページのとお

り規定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

茅ヶ崎市財務規則 

（私人への徴収又は収納の委託） 

第 68 条 市長は、政令第 158 条第 1 項各号に規定する歳入については、私人

に徴収又は収納の事務を委託することができる。 

2   市長は、市税については、次に掲げる基準を満たしている者にその収納の

事務を委託することができる。 

(1) 経営基盤が安定していること。  

(2) 収納した市税の内訳を正確に記録し、及び適正に管理することができる

こと。 

(3) 収納した市税を遅滞なく指定金融機関に納付することができること。  

(4) 納税者の個人情報の保護に関し、十分な管理体制を有すること。  

3  前項の規定は、国民健康保険料若しくは後期高齢者医療保険料の徴収又は

保育料若しくは介護保険料の収納の事務を委託する場合について準用する。 
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 ウ 収納委託者証の交付について 

収納委託者証の交付状況については、次表のとおりです。  

区　　分 件数
構成比
（％）

交付している 9 81.8

交付していない 2 18.2

合　　計 11 100.0
 

    収納委託者証について、「交付していない」と回答した業務が 2 件あ

りました。収納事務受託者は、その身分を明確にするため、収納委託者

証を所持し、職務の執行に当たり必要がある時は、関係人に提示しなけ

ればならないため、収納事務を委託時は、収納委託者証を交付する必要

があります。 

    なお、受託者の証票については、茅ヶ崎市財務規則で次ページのとお

り規定されています。 

 

 

 

茅ヶ崎市財務規則 

（契約書の作成） 

第 69 条 前条の規定により歳入の収納の事務を委託するときは、次に掲げ

る事項を記載した収納事務委託契約書を作成し、会計管理者の回議を経て、

市長の決裁を受けなければならない。 

 (1) 収納取扱い所在地に関すること。  

 (2) 事務の内容に関すること。  

 (3) 委託する期間に関すること。  

 (4) 収納金の払込期日に関すること。  

 (5) 委託手数料に関すること。  

 (6) 歳入の収納の事務の委託を受けた者（以下「受託者」という。）である

旨の表示に関すること。 

 (7) 権利義務の譲渡及び再委託の禁止に関すること。  

 (8) 賠償義務及び担保に関すること。  

 (9) 委託の解除に関すること。  

 (10) その他必要な事項 
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 エ 告示について 

告示の状況については、次表のとおりです。  

区　　分 件数
構成比
（％）

告示している 10 90.9

告示していない 1 9.1

合　　計 11 100.0
 

    「告示していない」と回答のあった業務が 1 件ありました。 

    なお、告示については、関係法令等で次のとおり規定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茅ヶ崎市財務規則 

（受託者の証票） 

第 71 条 受託者は、その身分を明確にするため収納委託者証を所持し、職務

の執行に当たり必要があるときは、関係人に提示しなければならない。  

2 受託者は、委託を取り消されたときは、直ちに収納委託者証を返還しなけ

ればならない。 

 

地方自治法施行令 

（歳入の徴収又は収納の委託） 

第 158 条  

 （略） 

2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普

通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見

やすい方法により公表しなければならない。 

 （略） 

 

茅ヶ崎市財務規則 

（受託者の公表） 

第 70 条 市長は、私人に歳入の収納の事務を委託したときは、その者の氏

名、住所、委託した事務等について告示し、及び当該歳入の納入義務者の見

やすい方法により公表しなければならない。委託を取り消したときも、同様

とする。 
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 地方公営企業法施行令 

（公金の徴収又は収納の委託） 

第 26 条の 4 管理者は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事

務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該公金の納入義務者

の見やすい方法により公表しなければならない。 

（略） 

 

 国民健康保険法施行令 

（保険料の徴収の委託） 

第 29 条の 23 市町村は、法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務を

私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、世帯主の見やすい方法によ

り公表しなければならない。 

（略） 

 

 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 

（保険料の徴収の委託） 

第 33 条 市町村は、法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務を私人に

委託したときは、その旨を告示し、かつ、被保険者の見やすい方法により公

表しなければならない。 

 （略） 

 

 介護保険法施行令 

（保険料の収納の委託） 

第 45 条の 7 市町村は、法第百四十四条の二に規定する保険料の収納の事務

を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、第一号被保険者の見やす

い方法により公表しなければならない。 

（略） 

 

 子ども・子育て支援法施行令 

（保育料の徴収の委託） 

附則第 8 条 法附則第六条第四項に規定する市町村の長は、同条第五項の規

定により同条第四項に規定する額 (以下この条及び次条において「保育料」

という。)の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、

同項に規定する保育費用に係る保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者

又は扶養義務者の見やすい方法により公表しなければならない。 

（略） 
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 オ 現金の払い込みまでの期間について 

徴収又は収納の事務受託者が市へ現金を払い込むまでの期間につい

ては、次表のとおりです。 

区　　分 件数
構成比
（％）

当日または翌日 1 9.1

１週間に１回 1 9.1

１か月に１回 3 27.3

その他 6 54.5

合　　計 11 100.0
 

    最も多い回答は「その他」の 6 件（54.5％）で、半数以上を占めてい

ます。「その他」の回答としては、「5 営業日ごと」、「3 か月に 1 度」「私

人（機関）によって異なる」などでした。 

また、２次調査として現地調査時に聞き取りを行ったところ、受託者

は収納金を指定金融機関等に払い込むこととなっていますが、指定金融

機関等に払い込まず、担当課へ直接現金を持参しているものがありまし

た。 
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２ 現金の支出について 

(1) 現金支出における取扱事務 

 ア 現金支出における取扱事務の概要 

資金前渡は、地方自治法第 232 条の 5 で、「普通地方公共団体の支出

は、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法に

よってこれをすることができる。」として、地方公共団体における支出

の方法の 1 つとして定められており、法令等に定める経費について、職

員にあらかじめ現金を交付し、その職員に債権者への支払いをさせる方

法です。 

資金前渡を行うことのできる経費については、地方自治法施行令第

161 条で規定されており、地方公営企業においては、地方公営企業法施

行令第 21 条の 5 で同様に資金前渡について規定されています。 

 

 イ 本市における現金支出の取扱事務の概要  

本市では、茅ヶ崎市財務規則第 96 条において、「資金前渡は、政令第

161 条第 1 項第 1 号から第 14 号まで及び第 16 号に規定するもののほ

か、次に掲げるものについて、することができるものとする。」として、

資金前渡の範囲が定められており、地方公営企業会計においては、茅ヶ

崎市病院事業の財務に関する特例を定める規則第 25 条及び茅ヶ崎市公

共下水道事業の財務に関する特例を定める規則第 28 条において、それ

ぞれ資金前渡を行うことのできる経費について定められています。  

    なお、資金前渡について、関連する法令等は次のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治法 

第 232 条の 5 普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これ

をすることができない。 

2  普通地方公共団体の支出は、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地

払又は口座振替の方法によってこれをすることができる。  

 

地方自治法施行令 

（資金前渡） 

第 161 条 次に掲げる経費については、当該普通地方公共団体の職員をして

現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。  

 （略） 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方公営企業法施行令 

（資金前渡） 

第 25 条の 5 次に掲げる経費については、地方公営企業に従事する職員を

して現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができ

る。 

 （略） 

 

 茅ヶ崎市財務規則 

（資金前渡の範囲） 

第 96 条 資金前渡は、政令第 161 条第 1 項第 1 号から第 14 号まで及び第

16 号に規定するもののほか、次に掲げるものについて、することができる

ものとする。 

 (1) 交際費 

 (2) 使用料及び貸借料のうち現地で支払うもの  

 (3) 講習会、講演会等に係る経費のうち現地で支払うもの  

 (4) 負担金、補助及び交付金のうち資金前渡を必要とするもの  

 (5) 補償及び賠償金のうち資金前渡を必要とするもの  

 (6) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費  

 (7) 旅費 

 (8) 法令により価格又は料金の定められているものの支払に要する経費  

 (9) 新聞購読に係る契約に基づき支払をする経費  

 (10) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ  

事務の取扱いに支障を及ぼすような経費 

 

茅ヶ崎市病院事業の財務に関する特例を定める規則 

（資金前渡） 

第 25 条 事務局長は、市長の決裁を受けて、政令第 21 条の 5 に掲げるもの

のほか、次に掲げる経費について現金支払をさせるため、職員にその資

金の前渡をすることができる。 

 (1) 交際費 

 (2) 郵便物の送付、民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14

年法律第 99 号）第 2 条第 6 項に規定する一般信書便事業者若しくは同

条第 9 項に規定する特定信書便事業者による同条第３項に規定する信

書便物の送付若しくは宅配便貨物の運送又は印紙類の購入に要する経

費 

 (3) 講習会、講演会等に要する経費のうち現地で支払うもの  

 (4) 会費及び負担金のうち現金で支払わなければならないもの  

  （略） 
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茅ヶ崎市公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則 

（資金前渡） 

第 28 条 資金前渡は、政令第 21 条の 5 第 1 項第 1 号から第 13 号までに規

定するもののほか、次に掲げる経費について、することができるものとす

る。 

 (1) 交際費 

 (2) 使用料及び貸借料のうち現地で支払をするもの  

 (3) 講習会、講演会等に係る経費のうち現地で支払をするもの  

 (4) 負担金、補助及び交付金のうち資金前渡を必要とするもの  

 (5) 補填及び賠償金のうち資金前渡を必要とするもの  

 (6) 旅費 

 (7) 法令により価格又は料金の定められているものの支払に要する経費  

 (8) 新聞購読に係る契約に基づき支払をする経費  

 (9) 郵便物の送付、民間事業者による信書の送達に関する法律第 2 条第 6

項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9 項に規定する特定信

書便事業者による同条第 3 項に規定する信書便物の送付若しくは宅配

便貨物の運送又は印紙類の購入に要する経費 
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(2) 現金の取扱状況 

令和３年度において、職員が資金前渡で現金を取り扱う課かい（取り

扱う可能性がある課かいを含む）は 41 課かいで、全体（79 課かい）の

51.9％を占めています。 

「取り扱っている」と回答のあった課かいにおける現金取扱業務の件

数は 92 件で、職員が資金前渡で取り扱う現金の総額は、令和２年度の

取扱実績額は約 3 億 3,000 万円、令和３年度の取扱見込額は約 3 億

4,000 万円となっています。 

区　　分 課かい
構成比
（％）

取り扱っている 41 51.9

取り扱っていない 38 48.1

合　　計 79 100.0
 

 

 

(3) 現金支出の状況 

 ア 資金前渡金の性質 

資金前渡による現金取扱業務があると回答のあった 92 件について、

資金前渡金の性質の内訳は、次表のとおりです。  

区　　分 件数
構成比
（％）

随時（不定期）に支払うもの 75 81.5

定期的に支払うもの 11 12.0

その他 6 6.5

合　　計 92 100.0
 

回答件数が多い順に、「随時（不定期）に支払うもの」75 件（81.5％

「定期的に支払うもの」11 件（12.0％）、「その他」6 件（6.5％）で、

随時に支払うものが大多数を占めています。  

「随時（不定期）に支払うもの」の多くは、切手やはがきなどの事

務用品の購入費や講習会受講費などでした。生活保護費については、  
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随時に支払うものと定期的に支払うものの両方がありました。  

「その他」の回答としては、「申請者がいる場合に支払う」、「取り扱

いがある年とない年がある」など、令和３年度に支払いが発生するか未

定というものでした。 

 

 

 イ 受領した現金の確認体制 

受領した現金の確認体制については、次表のとおりです。  

区　　分 件数
構成比
（％）

常に複数人で対応している 56 60.9

一人で対応する時もある 12 13.0

一人で対応している 21 22.8

その他 3 3.3

合　　計 92 100.0
 

    最も多い回答は「常に複数人で対応している」の 56 件（60.9％）で

したが、一方で、「一人で対応している」と回答した業務が 21 件あり、

全体の 20％以上を占めています。 

    「一人で対応している」と回答した業務の多くは、少額の事務用品の

購入費用や講習会参加費用などです。  

    「その他」は、資金前渡処理と同時に振り込み処理を行うことで、実

際には現金を取り扱っていない業務となっています。  

 

 

 ウ 資金前渡金の整理簿の有無 

資金前渡金の整理簿の有無については、次ページの表のとおりです。 
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区　　分 件数
構成比
（％）

あり 25 27.2

なし 67 72.8

合　　計 92 100.0
 

    「あり」と回答のあった業務が 25 件（27.2％）、「なし」と回答のあ

った業務が 67 件（72.8％）となっています。 

資金前渡金の整理簿等を備えていない業務が多数となっていますが、

その多くが事務用品の購入や講習会の参加費など、一度の支払いで業務

が完了するものとなっています。 

 

 

 エ 現金受領から支払いまでの期間 

現金受領から支払いまでの期間については、次表のとおりです。  

区　　分 件数
構成比
（％）

当日または翌日 67 72.8

収入した日から１週間以内 10 10.9

その他 15 16.3

合　　計 92 100.0
 

    回答件数が多い順に「当日または翌日」67 件（72.8％）、「その他」15

件（16.3％）、「収入した日から 1 週間以内」10 件（10.9％）となってい

ます。 

「その他」と回答のあった業務については、年度当初に一括して資金

前渡金を受領し、支払事由が発生したら適宜支払いを行うものや、1 月

分をまとめて受領するものなどです。  
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 オ 支払完了から精算までの日数 

支払完了から精算までの日数については、次表のとおりです。  

区　　分 件数
構成比
（％）

当日または翌日 39 42.4

７日以内 43 46.7

その他 10 10.9

　　合　　計 92 100.0
 

    回答件数が多い順に「７日以内」43 件（46.7％）、「当日または翌日」

39 件（42.4％）、「その他」10 件（10.9％）となっています。 

「その他」と回答のあった業務については、年度当初に一括して資金

前渡金を受領し、年度末に一括して精算をするものなどでした。  

    なお、資金前渡の精算については、茅ヶ崎市財務規則で次のとおり規

定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茅ヶ崎市財務規則 

（資金前渡の精算） 

第 98 条 資金前渡者は、その用件の終了後７日以内に精算命令書を作成し、

証拠書類を添えて、直ちに会計管理者に送付しなければならない。 

（略） 

 

茅ヶ崎市病院事業の財務に関する特例を定める規則 

（資金前渡） 

第 25 条  

 （略） 

2  資金の前渡を受けた者は、支払が終わった後５日以内に資金前渡精算書

を作成し、証拠となるべき書類を添付して市長に提出しなければならな

い。この場合において、残金があるときは、資金前渡精算書に残金を添付

して市長に提出しなければならない。 
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 カ 現金支出業務に関するマニュアル等の整備状況  

現金支出業務に関するマニュアル等の整備状況については、次表のと

おりです。 

区　　分 件数
構成比
（％）

マニュアルを作成している 24 26.1

マニュアルを作成していない 68 73.9

合　　計 92 100.0
 

    「マニュアルを作成している」と回答のあった業務は 24 件（26.1％）、

「マニュアルを作成していない」と回答のあった業務は 68 件（73.9％）

でした。 

マニュアルを作成していない業務については、その多くが一度の支払

いで業務が完了するものとなっていますが、一定期間現金を保管してい

る業務においてもマニュアルが作成されていないものがありました。  

 

 

 キ 支出方法を口座振込に変更できるか 

支出方法を現金支出から現金を取り扱わない口座振込へ変更できる

かについては、次ページの表のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

茅ヶ崎市公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則  

（資金前渡、概算払及び前金払の手続） 

第 29 条 

（略） 

2  資金前渡を受けた者又は概算払を受けた者は、支払が終わった後、債権

額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠とな

るべき書類を添付して主管課長に提出しなければならない。  

（略） 
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区　　分 件数
構成比
（％）

実施予定 2 2.2

検討中 5 5.4

実施できない 85 92.4

合　　計 92 100.0
 

    回答件数が多い順に「実施できない」85 件（92.4％）、「検討中」5 件

（5.4％）、「実施予定」2 件（2.2％）となっており、実施できない業務

が 90％以上を占めています。 

「実施できない」と回答のあった業務の多くは、相手方が現金対応の

みの業務や報奨金、祝金など、現金で取り扱わざるを得ないものとなっ

ています。 

 

 

(4) 現金の保管状況 

 ア 勤務時間内の現金の保管状況 

  (ｱ) 現金の保管場所 

勤務時間内の現金の保管場所については、次表のとおりです。 

区　　分 件数
構成比
（％）

管理職が保管 1 1.1

監督職が保管 2 2.2

担当者が保管 5 5.4

机またはキャビネット 18 19.6

即時使用等のため現金保管はない 49 53.3

その他 17 18.5

合　　計 92 100.0
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     「即時使用等のため現金保管はない」が 49 件（53.3％）となって

おり、全体の半数以上を占めています。  

     「その他」の回答については、一括して受領した資金前渡金を銀行

口座に預け入れているものや、会計課の金庫に保管しているものなど

です。 

     なお、資金前渡者の責任については、茅ヶ崎市財務規則で次のとお

り規定されています。 

 

 

 

 

 

 

  (ｲ) 現金の保管場所は施錠されているか 

勤務時間内の現金の保管場所の施錠状況については、次表のとおり  

です。 

なお、92 件の業務中 49 件が、「即時使用等のため現金保管はない」

ため、合計は 43 件となっています。 

区　　分 件数
構成比
（％）

施錠されている 40 93.0

施錠できるが、していない 3 7.0

施錠できない 0 0.0

合　　計 43 100.0
 

     回答件数が多い順に「施錠されている」40 件（93.0％）、「施錠でき

るが、していない」3 件（7.0％）、「施錠できない」0 件（0.0％）と

なっています。 

 

 

 イ 勤務時間外の現金の保管状況 

  (ｱ) 現金の保管場所 

勤務時間外の現金の保管場所については、次ページの表のとおりで

す。 

 

 

 

茅ヶ崎市財務規則 

（資金前渡者の責任） 

第 99 条 資金前渡者は、善良な管理者の注意をもって、資金前渡金を保管

しなければならない。 
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区　　分 件数
構成比
（％）

管理職が保管 0 0.0

監督職が保管 2 4.7

担当者が保管 5 11.6

机またはキャビネット 15 34.9

会計課金庫 10 23.3

その他 11 25.6

合　　計 43 100.0
 

     回答件数が多い順に「机またはキャビネット」15 件（34.9％）、「そ

の他」11 件（25.6％）、「会計課金庫」10 件（23.3％）、「担当者が保

管」5 件（11.6％）、「監督職が保管」2 件（4.7％）、「管理職が保管」

0 件（0.0％）となっています。 

     「その他」の回答については、一括して受領した資金前渡金を銀行

口座に預け入れているものや、課内に独自で持っている金庫に保管し

ているものでした。 

 

  (ｲ) 現金の保管場所は施錠されているか 

勤務時間外の現金の保管場所の施錠状況については、次表のとおり 

です。 

区　　分 件数
構成比
（％）

施錠されている 43 100.0

施錠できるが、していない 0 0.0

施錠できない 0 0.0

合　　計 43 100.0
 

     すべての業務において、職員が不在となる勤務時間外の現金は、施

錠された状態で保管されています。 
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第３ 総括 

   

今回の行政監査は、「公金における現金の取扱いについて」をテーマとし

て行いましたが、不備の指摘を主眼としたものではなく、職員等の現金の取

扱状況を広く調査し、検証することで、現金取扱事務の適正化を図り、内部

統制機能を強化し、安全で適切な公金管理体制の構築に資することを目的と

して実施しました。 

調査の結果については既述したとおりですが、特に今後の課題となる事項

や見直しを必要とする点等について総括します。  

 

 １ 収納業務及び支出業務における現金の取扱状況 

   令和３年度における各課かいの現金の取扱状況については、収納業務に

おいては、79 課かい中 33 課かい（41.8％）が現金を取り扱っており、46

課かい（58.2％）が取り扱っていませんでした。支出業務においては、41

課かい（51.9％）が現金を取り扱っており、38 課かい（48.1％）が取り扱

っていない状況です。 

   このうち、18 課かい（22.8％）が収納業務と支出業務の両方で現金を取

り扱っており、23 課かい（29.1％）がどちらの業務においても現金を取り

扱っていませんでした。従って、56 課かい（70.9％）において、職員が業

務で現金に触れる機会を持っていることになります。  

多くの職員が現金を取り扱っている中で、現金取扱事務のより一層の

適正化を図るためには、現金を取り扱う職員に対し定期的に研修等を行

い、取り扱っている現金が公金であることを強く自覚させることが必要

です。また、会計年度任用職員が現金を取り扱う事例も多いため、会計年

度任用職員に対しても常勤職員と同様に研修等を通じて指導していくこ

とが必要です。 

 

 ２ 現金収納の状況 

  (1) 現金取扱員 

   令和３年度において、職員が直接現金を取り扱う業務は 180 件となって

いますが、1 つの業務に複数の取扱者がいる業務があるため、現金の取扱

者についての回答は 308 件となっています。内訳は、常勤職員 177 件

（57.5％）、会計年度任用職員 126 件（40.9％）、その他 5 件（1.6％）と

なっており、多くの職員が現金を取り扱っている状況でした。  

現金取扱員については、茅ヶ崎市財務規則第 6 条で、「現金取扱員は、

出納員が必要と認めるときに会計管理者と協議して市長が任命する。」  

と規定されていますが、市長から任命されていない職員が現金を取り扱

っている事例が見受けられました。事務の適正な執行に努めてください。 
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  (2) 現金受領時の体制 

   現金受領時の体制については、職員が直接現金を取り扱う 180 件の業務

のうち 124 件（68.9％）が「常に複数人で対応している」という回答だっ

たものの、「一人で対応する時もある」が 51 件（28.3％）、「一人で対応し

ている」が 5 件（2.8％）ありました。 

   1 件当たりの取扱金額が少額であったり、職員が少ない部署等で「一人

で対応する時もある」、「一人で対応している」という回答が多くなる傾向

にありますが、公金は金額の多寡に関わらず、常に厳正、確実に取り扱わ

れるべきものです。公金の取扱いには、相互牽制が働く体制が必要ですの

で、職員が少ない部署等でも、可能な限り複数人で対応する体制を検討し

てください。 

   なお、一人で対応した場合においては、別の職員が再確認を行うなどの

対応が必要です。 

 

  (3) 釣銭の用意 

   釣銭の用意については、180 件の業務のうち 161 件（89.4％）が「釣銭

を用意している」という回答でしたが、一部の課かいにおいて、会計管理

者から交付を受けず、自課で用意しているものや、釣銭の金種不足時に私

費で両替を行っているものが見受けられました。釣銭が必要な場合は会計

管理者に申請し、必要な額の現金の交付を受けてください。また、公金と

私金の混同は事故の原因となるおそれがあるため、釣銭の金種不足に対す

る対応の検討をしてください。 

   さらに、釣銭不足にならないよう、多めに釣銭を準備しているなどのた

め、釣銭の一部を使用しないまま金庫に長期間保管し続けている事例など

も見受けられました。現金の長期保管は紛失等の事故のリスクがあります

ので、定期的に再確認を行い、必要最小限の準備を心掛けてください。  

 

  (4) マニュアル等の整備状況 

   マニュアル等の整備状況については、180 件の業務のうち 125 件（69.4％）

が「マニュアルを作成している」、55 件（30.6％）が「マニュアルを作成

していない」となっています。 

   マニュアルを作成していない業務の中には、事務の引き継ぎ時に口頭

で説明を受けたり、一緒に業務を行う中で、教わりながら覚えていくこ  

とで事務が引き継がれているものがありました。口頭での説明や教わり  

ながらの引き継ぎは、責任の所在を不明確にするおそれがあります。  

マニュアルを可能な限り作成することにより、事務処理の流れを明確

にし、業務の正確性や網羅性等が担保でき、事務の引き継ぎを行う時にも

有用となりますので、業務の性質に応じて運用方法を明文化するなどの  
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検討が必要です。 

 

 ３ 収納現金の保管状況 

   収納現金の勤務時間内における保管場所は、「レジスター」が 95 件

（42.8％）と最も多い回答でした。施錠状況については「施錠できるが、

していない」が 114 件（61.0％）で最も多く、「施錠できない」も 31 件

（16.6％）ありました。 

施錠できない場所で保管していたり、施錠できる保管場所であっても、

常時使用する等の理由で施錠していないものが多くありましたが、勤務

時間内であっても施錠できる適切な場所に保管し、できる限り施錠する

など、安全な管理に努めてください。  

   勤務時間外の保管場所については、「その他」が 125 件（69.4％）と最

も多く、このほとんどが課内に独自で持っている金庫等で保管していると

いうものでした。 

   また、勤務時間外の施錠状況については、すべての業務で施錠が行われ

ていましたが、「机またはキャビネット」で保管しているという回答が 29

件（16.1％）ありました。施錠はされていますが、机やキャビネットは、

本来現金を保管することを想定している場所ではありません。勤務時間中

に一時的に保管場所として使用するのはやむを得なくとも、勤務時間外に

おいては、事件・事故の防止など、防犯上の観点から、より適正な場所に

保管することが必要です。 

なお、金庫内が整理されていないものが見受けられましたが、現金の紛

失等のリスクを伴いますので、どの業務の現金なのか一目でわかるよう

に整理しておくことが必要です。 

 

 ４ 指定金融機関等へ払い込むまでの期間  

   現金受領から指定金融機関等に払い込むまでの期間については、「当日

または翌日」が 114 件（63.3％）となっており、多くの業務において、収

納後はできる限り早く指定金融機関等へ払い込むようにしています。  

   しかし、茅ヶ崎市財務規則第 10 条では、収納金を受領した時は、「速

やかにこれを指定金融機関等に払い込まなければならない。」と規定され  

ていますが、金額が少額で、取扱件数が少ないような業務については、

3 か月に一度や半年に一度など、1 か月を超えて保管している業務もあ 

りました。 

長期間の保管は、盗難や紛失等のリスクが高まります。「速やかに」は、

できる限り早くという趣旨であり、その期間は業務により異なりますが、

業務ごとにできるだけ短い期間を設定し、指定金融機関等へ払い込むよ

う努めてください。 
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 ５ 券売機やコピー機等による収納 

   券売機やコピー機等の収納機器から現金を回収する頻度については、「 1

か月に 1 回」が 9 件（56.3％）で最も多く、月締めで収納機器から現金を

回収する業務が半数以上を占めている状況です。  

   現金回収時の体制については、「常に複数人で対応している」が 8 件

（50.0％）で半数を占めましたが、残りの半数が「一人で対応する時もあ

る」または「一人で対応している」となっています。  

   収納機器からの現金の回収については、書類との照合が難しいものもあ

るため、機器内に記録が残るものについては必ず記録と収納金額を照合し、

記録が残らないものについては、金額の多寡に関わらず、回収作業を必ず

複数人で行い、相互に金額の確認を行うようにしてください。  

 

 ６ 私人への徴収又は収納の委託 

   私人への徴収又は収納の委託については、11 件の業務のうち 1 件につ

いて、契約書等へ明記をしないまま収納事務委託を行っており、告示も行

われていませんでした。また、収納事務の委託を受けた者に収納委託者証

を交付していないものが 2 件ありました。 

   私人への徴収又は収納の委託については、原則として、私人へ取り扱わ

せることのできない公金を、法令等に定められたものに限り、私人へ取り

扱わせることができるものです。 

   定められた手続きに漏れがないよう、事務の適正な執行に努めてくださ

い。 

 

 ７ 現金支出の状況 

  (1) 資金前渡金の支払い及び精算までの日数 

   資金前渡金の現金受領から支払いまでの期間については、「当日または

翌日」が 67 件（72.8％）と 7 割以上を占めており、現金受領後、手元に

現金を置いておく期間を極力少なくするよう努めている姿勢が見受けら

れます。 

また、支払完了から精算までの日数についても、規則で定められてい

る「７日以内」が 43 件（46.7％）と最も多かったものの、「当日または  

翌日」という回答も 39 件（42.4％）あり、規則に関わらず、できる限

り早く精算を行うようにしている状況でした。  

今後も適切な運用に努めてください。  

 

  (2) マニュアル等の整備状況 

マニュアル等の整備状況については、「マニュアルを作成している」が

24 件（26.1％）、「マニュアルを作成していない」が 68 件（73.9％）とな 
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っています。 

マニュアルを作成していない業務が多数を占めていますが、その多く

が、一度の支払いで業務が完了し、即時使用のため現金保管が発生しない

業務となっています。しかしながら、一定期間現金を保管している業務に

おいてもマニュアルが作成されていないものが見受けられました。  

現金収納でも触れたとおり、マニュアルは事務処理の流れを明確にし、

業務の正確性や網羅性等を担保でき、事務の引き継ぎを行う時にも有用

なものですので、業務の性質に応じて運用方法を明文化するなどの検討

が必要です。 

 

 ８ 資金前渡金の保管状況 

   資金前渡金の勤務時間内における保管状況については、「即時使用等の

ため現金保管はない」が 49 件（53.3％）と、全体（92 件）の半数以上を

占めています。切手やはがきの購入など、資金前渡を受けたその日に支出

を行う業務においては、現金保管に関する業務が発生していない状況でし

た。 

現金保管が発生する 43 件の業務の施錠状況については、勤務時間内に

おいては、「施錠されている」が 40 件（93.0％）で、ほとんどの業務にお

いて施錠された状態で管理されています。 

勤務時間外については、すべての業務で施錠された状態で管理されて

い ますが、保管場所については、机またはキャビネットで保管している

ものや、担当者や監督者が保管しているものがありました。  

本来現金を保管することを想定していない場所での保管は、防犯上の

観 点から望ましくないため、より適正な場所への保管を検討してくだ

さい。 

 

 ９ まとめ 

今回の行政監査は、「公金における現金の取扱いについて」をテーマと

して、全部局に対し、調査票の提出を求め、その調査票を基に、現地調査

の対象課を選定し、現地確認及び聞き取り調査等を実施しました。概ね適  

正に行われていましたが、一部の課かいにおいて、事務上の手続きの不備

や不適切な管理が見受けられました。公金を行政全体として統一的に取

り扱い、危機管理上のリスクを低減するため、現金取扱業務の共通の基本

マニュアル等を定めるなど、事務処理の効率化や事件・事故の未然防止に

努めてください。 

また、本市では、令和３年度に市税や国民健康保険料等においてキャッ

シュレス決済が導入されました。キャッシュレス決済は、市民の利便性の

向上が図られるとともに、職員の現金取扱事務における負担軽減や現金  
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管理に関する人件費などのコストの削減、盗難や紛失等の事件・事故の

予防の観点からも有効です。他の現金収納業務においても、業務の性質に

応じて、研究を進めてください。 

おわりに、公金は、市民から託された貴重な財産であり、金額の多寡に

関わらず、常に厳正に取り扱わなければならないものです。公金の不適切

な取扱いにより、市民の信頼を損なうことのないよう、公金の管理体制に

対する内部統制機能を強化し、適正な管理に努められることを望みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

４  財 政 援 助 団 体 等 監 査  

 

茅ヶ崎市監査委員告示第５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定に基づき財

政援助団体等の監査を執行したので、同条第９項の規定によりその結果に関す

る報告を次のとおり公表します。 

 

 

  令和４年３月３０日 

 

 

              茅ヶ崎市監査委員  森  誠一      

              同         成田  博隆      

              同         伊藤  素明      
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 茅ヶ崎市監査委員監査基準に準拠し、次のとおり監査を実施しました。  

 

１ 監査等の種類 

  財政援助団体等監査 

 

２ 監査等の対象 

(1) 財政援助団体 

社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉協議会補助金  

 

(2) 公の施設の指定管理者 

茅ヶ崎市老人福祉センター 

指定管理者 社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉協議会 

 

３ 監査等の着眼点 

  本監査は、別に定める「財務監査の着眼点」及び「財政援助団体等監査の

着眼点」により実施しました。 

 

４ 監査等の実施内容 

  この監査は、令和２年度に執行した財政援助団体の補助金及び公の施設の

管理に係る出納その他の事務について適正に執行されているかどうかを主

眼として抽出により実施しました。 

 

５ 監査等の日程 

令和４年３月２９日（火） 

 

６ 監査等の結果 

財政援助団体の補助金及び公の施設の管理に係る出納その他の事務は、お

おむね適正に執行されているものと認められました。  

 

７ 各対象の監査結果 

(1) 財政援助団体 

社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉協議会補助金  

 

所管課 福祉部福祉政策課 

提出書類等を監査した結果、指導すべきと思われる事項は認め   

られませんでした。 
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財政援助団体 社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉協議会  

        指摘事項  

〈運営経費〉 

社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉協議会補助金の運営経費では、       

職員の時間外勤務手当の過払いが１件、過少払いが１件ありました。 

      

 (2) 公の施設の指定管理者 

 茅ヶ崎市老人福祉センター 

  

      所管課 福祉部高齢福祉介護課 

提出書類等を監査した結果、指導すべきと思われる事項は認めら

れませんでした。 

 

       指定管理者 社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉協議会 

提出書類等を監査した結果、指導すべきと思われる事項は認めら

れませんでした。 
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５  例月出納検査  

３ 茅 監 第 ８ 号  

令和３年４月２８日  

 

 茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 

茅ヶ崎市監査委員 森  誠一  

同        池田 雄二郎  

同        岸  正明  

 

 

   監査等の結果について（報告） 

 

 茅ヶ崎市監査委員監査基準に準拠して実施した監査等の結果について、地方自治法第２

３５条の２第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

  



73 

 

１ 監査等の種類 

  例月出納検査 

 

２ 監査等の対象 

  現金出納状況（令和３年３月分 全会計） 

 

３ 監査等の着眼点 

  別に定める「財務事務の着眼点」及び「例月出納検査の着眼点」による。 

 

４ 監査等の実施内容 

各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融機関の預金及び借入金の残高

証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査を実施しました。 

 

５ 監査等の日程 

令和３年４月２７日（火） 

 

６ 監査等の結果 

令和３年３月末日現在における現金、預金及び借入金の金額並びに市の関係資料に記

載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りはな

いものと認められました。 

 

 

（事務担当 監査事務局監査担当） 
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３ 茅 監 第 １ ２ 号  

令和３年５月３１日  

 

 茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 

茅ヶ崎市監査委員 森  誠一  

同        池田 雄二郎  

 

 

   監査等の結果について（報告） 

 

 茅ヶ崎市監査委員監査基準に準拠して実施した監査等の結果について、地方自治法第２

３５条の２第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 
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１ 監査等の種類 

  例月出納検査 

 

２ 監査等の対象 

  現金出納状況（令和３年４月分 全会計） 

 

３ 監査等の着眼点 

  別に定める「財務事務の着眼点」及び「例月出納検査の着眼点」による。 

 

４ 監査等の実施内容 

各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融機関の預金及び借入金の残高

証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査を実施しました。 

 

５ 監査等の日程 

令和３年５月３１日（月） 

 

６ 監査等の結果 

令和３年４月末日現在における現金、預金及び借入金の金額並びに市の関係資料に記

載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りはな

いものと認められました。 

 

 

（事務担当 監査事務局監査担当） 
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３茅監第２０号  

令和３年７月２日  

 

 茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 

茅ヶ崎市監査委員 森  誠一 

同        池田 雄二郎  

同        伊藤 素明  

 

 

   監査等の結果について（報告） 

 

 茅ヶ崎市監査委員監査基準に準拠して実施した監査等の結果について、地方自治法第２

３５条の２第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 
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１ 監査等の種類 

  例月出納検査 

 

２ 監査等の対象 

  現金出納状況（令和３年５月分 全会計） 

 

３ 監査等の着眼点 

  別に定める「財務事務の着眼点」及び「例月出納検査の着眼点」による。 

 

４ 監査等の実施内容 

各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融機関の預金及び借入金の残高

証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査を実施しました。 

 

５ 監査等の日程 

令和３年７月２日（金） 

 

６ 監査等の結果 

令和３年５月末日現在における現金、預金及び借入金の金額並びに市の関係資料に記

載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りはな

いものと認められました。 

 

 

（事務担当 監査事務局監査担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

３ 茅 監 第 ２ ６ 号  

令和３年７月３０日  

 

 茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 

茅ヶ崎市監査委員 森  誠一 

同        池田 雄二郎  

同        伊藤 素明  

 

 

   監査等の結果について（報告） 

 

 茅ヶ崎市監査委員監査基準に準拠して実施した監査等の結果について、地方自治法第２

３５条の２第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

  



79 

 

１ 監査等の種類 

  例月出納検査 

 

２ 監査等の対象 

  現金出納状況（令和３年６月分 全会計） 

 

３ 監査等の着眼点 

  別に定める「財務事務の着眼点」及び「例月出納検査の着眼点」による。 

 

４ 監査等の実施内容 

各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融機関の預金及び借入金の残高

証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査を実施しました。 

 

５ 監査等の日程 

令和３年７月３０日（金） 

 

６ 監査等の結果 

令和３年６月末日現在における現金、預金及び借入金の金額並びに市の関係資料に記

載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りはな

いものと認められました。 

 

 

（事務担当 監査事務局監査担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

３茅監第３５号  

令和３年９月１日  

 

 茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 

茅ヶ崎市監査委員 森  誠一 

同        池田 雄二郎  

同        伊藤 素明  

 

 

   監査等の結果について（報告） 

 

 茅ヶ崎市監査委員監査基準に準拠して実施した監査等の結果について、地方自治法第２

３５条の２第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

  



81 

 

１ 監査等の種類 

  例月出納検査 

 

２ 監査等の対象 

  現金出納状況（令和３年７月分 全会計） 

 

３ 監査等の着眼点 

  別に定める「財務事務の着眼点」及び「例月出納検査の着眼点」による。 

 

４ 監査等の実施内容 

各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融機関の預金及び借入金の残高

証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査を実施しました。 

 

５ 監査等の日程 

令和３年８月３１日（火） 

 

６ 監査等の結果 

令和３年７月末日現在における現金、預金及び借入金の金額並びに市の関係資料に記

載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りはな

いものと認められました。 

 

 

（事務担当 監査事務局監査担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

３ 茅 監 第 ３ ８ 号  

令和３年１０月１日  

 

 茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 

                      茅ヶ崎市監査委員 森  誠一 

                      同        池田 雄二郎 

                      同        伊藤 素明 

 

 

   監査等の結果について（報告） 

 

 茅ヶ崎市監査委員監査基準に準拠して実施した監査等の結果について、地方自治法第２

３５条の２第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

  



83 

 

１ 監査等の種類 

  例月出納検査 

 

２ 監査等の対象 

  現金出納状況（令和３年８月分 全会計） 

 

３ 監査等の着眼点 

  別に定める「財務事務の着眼点」及び「例月出納検査の着眼点」による。 

 

４ 監査等の実施内容 

各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融機関の預金及び借入金の残高

証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査を実施しました。 

 

５ 監査等の日程 

令和３年９月３０日（木） 

 

６ 監査等の結果 

令和３年８月末日現在における現金、預金及び借入金の金額並びに市の関係資料に記

載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りはな

いものと認められました。 

 

 

（事務担当 監査事務局監査担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

３ 茅 監 第 ４ ５ 号  

令和３年１１月２日  

 

 茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 

                       茅ヶ崎市監査委員 森  誠一 

                       同        伊藤 素明 

 

 

   監査等の結果について（報告） 

 

 茅ヶ崎市監査委員監査基準に準拠して実施した監査等の結果について、地方自治法第２

３５条の２第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

  



85 

 

１ 監査等の種類 

  例月出納検査 

 

２ 監査等の対象 

  現金出納状況（令和３年９月分 全会計） 

 

３ 監査等の着眼点 

  別に定める「財務事務の着眼点」及び「例月出納検査の着眼点」による。 

 

４ 監査等の実施内容 

各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融機関の預金及び借入金の残高

証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査を実施しました。 

 

５ 監査等の日程 

令和３年１０月２９日（金） 

 

６ 監査等の結果 

令和３年９月末日現在における現金、預金及び借入金の金額並びに市の関係資料に記

載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りはな

いものと認められました。 

 

 

（事務担当 監査事務局監査担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

３ 茅 監 第 ５ ３ 号  

令和３年１２月１日  

 

 茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 

                       茅ヶ崎市監査委員 森  誠一 

                       同        伊藤 素明 

 

 

   監査等の結果について（報告） 

 

 茅ヶ崎市監査委員監査基準に準拠して実施した監査等の結果について、地方自治法第２

３５条の２第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

  



87 

 

１ 監査等の種類 

  例月出納検査 

 

２ 監査等の対象 

  現金出納状況（令和３年１０月分 全会計） 

 

３ 監査等の着眼点 

  別に定める「財務事務の着眼点」及び「例月出納検査の着眼点」による。 

 

４ 監査等の実施内容 

各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融機関の預金及び借入金の残高

証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査を実施しました。 

 

５ 監査等の日程 

令和３年１１月２６日（金） 

 

６ 監査等の結果 

令和３年１０月末日現在における現金、預金及び借入金の金額並びに市の関係資料に

記載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りは

ないものと認められました。 

 

 

（事務担当 監査事務局監査担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

３茅監第５７号  

令和４年１月４日  

 

 茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 

                       茅ヶ崎市監査委員 森  誠一 

                       同        成田 博隆 

                       同        伊藤 素明 

 

 

   監査等の結果について（報告） 

 

 茅ヶ崎市監査委員監査基準に準拠して実施した監査等の結果について、地方自治法第２

３５条の２第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

  



89 

 

１ 監査等の種類 

  例月出納検査 

 

２ 監査等の対象 

  現金出納状況（令和３年１１月分 全会計） 

 

３ 監査等の着眼点 

  別に定める「財務事務の着眼点」及び「例月出納検査の着眼点」による。 

 

４ 監査等の実施内容 

各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融機関の預金及び借入金の残高

証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査を実施しました。 

 

５ 監査等の日程 

令和３年１２月２７日（月） 

 

６ 監査等の結果 

令和３年１１月末日現在における現金、預金及び借入金の金額並びに市の関係資料に

記載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りは

ないものと認められました。 

 

 

（事務担当 監査事務局監査担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

３茅監第６３号   

令和４年２月１日  

 

 茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 

                       茅ヶ崎市監査委員 森  誠一 

                       同        成田 博隆 

                       同        伊藤 素明 

 

 

   監査等の結果について（報告） 

 

 茅ヶ崎市監査委員監査基準に準拠して実施した監査等の結果について、地方自治法第２

３５条の２第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

  



91 

 

１ 監査等の種類 

  例月出納検査 

 

２ 監査等の対象 

  現金出納状況（令和３年１２月分 全会計） 

 

３ 監査等の着眼点 

  別に定める「財務事務の着眼点」及び「例月出納検査の着眼点」による。 

 

４ 監査等の実施内容 

各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融機関の預金及び借入金の残高

証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査を実施しました。 

 

５ 監査等の日程 

令和４年１月２８日（金） 

 

６ 監査等の結果 

令和３年１２月末日現在における現金、預金及び借入金の金額並びに市の関係資料に

記載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りは

ないものと認められました。 

 

 

（事務担当 監査事務局監査担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

３茅監第６８号  

令和４年３月１日  

 

 茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 

                       茅ヶ崎市監査委員 森  誠一 

                       同        成田 博隆 

                       同        伊藤 素明 

 

 

   監査等の結果について（報告） 

 

 茅ヶ崎市監査委員監査基準に準拠して実施した監査等の結果について、地方自治法第２

３５条の２第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

  



93 

 

１ 監査等の種類 

  例月出納検査 

 

２ 監査等の対象 

  現金出納状況（令和４年１月分 全会計） 

 

３ 監査等の着眼点 

  別に定める「財務事務の着眼点」及び「例月出納検査の着眼点」による。 

 

４ 監査等の実施内容 

各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融機関の預金及び借入金の残高

証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査を実施しました。 

 

５ 監査等の日程 

令和４年２月２８日（月） 

 

６ 監査等の結果 

令和４年１月末日現在における現金、預金及び借入金の金額並びに市の関係資料に記

載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りはな

いものと認められました。 

 

 

（事務担当 監査事務局監査担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

３ 茅 監 第 ７ ３ 号  

令和４年３月３０日  

 

 茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 

                       茅ヶ崎市監査委員 森  誠一 

                       同        成田 博隆 

                       同        伊藤 素明 

 

 

   監査等の結果について（報告） 

 

 茅ヶ崎市監査委員監査基準に準拠して実施した監査等の結果について、地方自治法第２

３５条の２第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

  



95 

 

１ 監査等の種類 

  例月出納検査 

 

２ 監査等の対象 

  現金出納状況（令和４年２月分 全会計） 

 

３ 監査等の着眼点 

  別に定める「財務事務の着眼点」及び「例月出納検査の着眼点」による。 

 

４ 監査等の実施内容 

各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融機関の預金及び借入金の残高

証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査を実施しました。 

 

５ 監査等の日程 

令和４年３月２９日（火） 

 

６ 監査等の結果 

令和４年２月末日現在における現金、預金及び借入金の金額並びに市の関係資料に記

載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りはな

いものと認められました。 

 

 

（事務担当 監査事務局監査担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

６  決算審査  

 

４茅監第２４号  

令和４年８月１９日  

 

茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 

                      茅ヶ崎市監査委員 森  誠一   

                      同         成田 博隆   

                      同         伊藤 素明    

 

 

   令和３年度茅ヶ崎市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の審査意見について 

 

 地方自治法第２３３条第２項の規定により審査に付された令和３年度茅ヶ崎市

一般会計及び各特別会計歳入歳出決算並びに証書類を審査したので別紙のとおり

意見を提出します。 

 

 

  



97 

 

１ 審査の対象 

(1) 各会計歳入歳出決算 

令和３年度茅ヶ崎市一般会計歳入歳出決算 

同        国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

同        後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 

同        介護保険事業特別会計歳入歳出決算 

同        公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算 

(2) 決算附属書類 

令和３年度茅ヶ崎市一般会計特別会計決算事項別明細書 

同        一般会計特別会計実質収支に関する調書 

同        財産に関する調書 

 

２ 審査の期間 

   令和４年７月１４日から令和４年８月１８日まで 

 

３ 審査の方法 

   各会計歳入歳出決算書等の審査を、次の方法により行いました。 

(1) 関係書類が法令で定める様式を基準として作成されているかの確認 

(2) 令和３年度の財務関係事務を対象として実施した定期監査及び例月出納検査の結

果を参考にした関係書類の計数照合 

(3) 予算の執行が適正かつ効率的に行われているかの検証 

(4) 関係職員の説明聴取 

 

４ 審査の結果 

  審査に付された各会計歳入歳出決算書等は、法令に規定された様式に従って作成さ

れており、その計数は歳入簿、歳出簿その他の関係諸帳簿と符合し、正確なものと認め

ます。また、予算の執行は適正かつ効率的に行われていると認めます。 

    

 



98 

 

４茅監第２５号  

令和４年８月１９日  

 

茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

  

                      茅ヶ崎市監査委員 森  誠一   

                      同         成田 博隆   

                      同         伊藤 素明    

 

 

令和３年度茅ヶ崎市公営企業会計決算の審査意見について 

 

地方公営企業法第３０条第２項の規定により審査に付された令和３年度

茅ヶ崎市公共下水道事業会計決算及び茅ヶ崎市病院事業会計決算を審査した

ので、別紙のとおり意見を提出します。 

 

  



99 

 

１ 審査の対象 

 (1) 令和３年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計決算 

 (2) 令和３年度茅ヶ崎市病院事業会計決算 

 

２ 審査の期間 

(1) 令和３年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計決算 

令和４年６月７日から令和４年８月１８日まで 

(2) 令和３年度茅ヶ崎市病院事業会計決算 

令和４年６月９日から令和４年８月１８日まで 

 

３ 審査の方法 

 決算書等の審査を、次の方法により行いました。 

(1) 関係書類が地方公営企業法第３０条及び同法施行令第２３条の規定に準拠して作

成されているかの確認 

(2) 事業の経営成績及び財政状態が関係法令に基づき適正に表示されているかの確認 

(3) 会計処理が正確に行われているかどうかを確認するため、関係諸帳簿等の照合、

点検及び関係職員の説明聴取 

 

４ 審査の結果 

 審査に付された決算書等は、関係法令の規定に準拠して作成され、事業の経営成績

及び財政状態は適正に表示されています。決算計数は関係諸帳簿と符合し正確なもの

でした。 
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７  健全化判断比率等審査  

４茅監第２６号  

令和４年８月１９日  

 

茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 

                       茅ヶ崎市監査委員 森  誠一  

                       同         成田 博隆  

                       同         伊藤 素明   

 

 

   令和３年度茅ヶ崎市健全化判断比率の審査について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定によ り

審 査 に 付 さ れ た 令 和 ３ 年 度 茅 ヶ 崎 市 健 全 化 判 断 比 率 を 審 査 し た の で 、

別紙のとおり意見を提出します。 
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１ 審査の対象 

令和３年度茅ヶ崎市健全化判断比率 

(1) 実質赤字比率 

(2) 連結実質赤字比率 

(3) 実質公債費比率 

(4) 将来負担比率 

 

 

２ 審査の期間 

令和４年７月２２日から令和４年８月１８日まで 

 

 

３ 審査の方法 

健全化判断比率の審査を、次の方法により行いました。 

(1) 算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確かの確認 

(2) その計数によって比率が正確に算定されているかの確認 

(3) 関係職員の説明聴取 

 

 

４ 審査の結果 

(1) 総合意見 

ア 審査に付された令和３年度茅ヶ崎市健全化判断比率について、その算定の基礎と

なる事項を記載した書類を確認したところ、いずれも適正に作成され、記載された

計数は正確なものであると認めます。 

イ 審査に付された令和３年度決算に基づく健全化判断比率は、記載された計数によ

り適正かつ正確に算定されていることを認めます。 

健全化判断比率は、次表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健全化判断比率 ３ 年 度 ２ 年 度 早期健全化基準 備　　　　　考

(％) (％) (％)

実 質 赤 字 比 率 　　　 　   　－ 　　　 　   　－       １１．３３     実質赤字なし

連 結 実質 赤字 比率 　　　 　   　－ 　　　 　   　－       １６．３３     連結実質赤字なし

実 質 公 債 費 比 率       １．９        １．２        ２５．０　  

将 来 負 担 比 率      ３３．８       ４８．２        ３５０．０　  
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(2) 個別意見 

ア 実質赤字比率について 

令和３年度の実質赤字比率は、一般会計等の実質収支額が黒字であるため、実

質赤字額がなく、実質赤字比率はマイナス15.63％で、早期健全化基準の11.33％

を下回っています。 

イ 連結実質赤字比率について 

令和３年度の連結実質赤字比率は、全ての会計の実質収支額及び資金剰余額を

合算した結果、連結実質赤字額がなく、連結実質赤字比率はマイナス32.11％で、

早期健全化基準の16.33％を下回っています。 

ウ 実質公債費比率について 

令和３年度の実質公債費比率は1.9％で、前年度の1.2％と比較すると、0.7ポイ

ント上昇し悪化していますが、早期健全化基準の25.0％を下回っています。 

エ 将来負担比率について 

令和３年度の将来負担比率は33.8％で、前年度の48.2％と比較すると、

14.4ポイント下降し改善しており、早期健全化基準の350.0％を下回ってい

ます。 

 

(3) 是正改善を要する事項 

特に指摘すべき事項はありません。 
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４茅監第２７号  

令和４年８月１９日  

 

茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 

                       茅ヶ崎市監査委員 森  誠一  

                       同         成田 博隆  

                       同         伊藤 素明   

 

 

   令和３年度茅ヶ崎市資金不足比率の審査について 

  

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により 

審 査 に 付 さ れ た 令 和 ３ 年 度 茅 ヶ 崎 市 資 金 不 足 比 率 を 審 査 し た の で 、 

別紙のとおり意見を提出します。 
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１ 審査の対象 

令和３年度茅ヶ崎市資金不足比率 

(1) 公共下水道事業会計  

 (2) 病院事業会計  

 

 

２ 審査の期間 

令和４年７月２２日から令和４年８月１８日まで 

 

 

３ 審査の方法 

資金不足比率の審査を、次の方法により行いました。 

(1) 算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確かの確認 

(2) その計数によって比率が正確に算定されているかの確認 

(3) 関係職員の説明聴取 

 

 

４ 審査の結果 

(1) 総合意見 

ア 審査に付された公共下水道事業会計及び病院事業会計の令和３年度茅ヶ崎市

資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認したと

ころ、書類はいずれも適正に作成され、記載された計数は正確なものと認め、そ

の計数により適正かつ正確に算定されていることを認めます。 

イ 算定の結果、いずれの会計も資金不足を生じていないため、資金不足比率は計

上されませんでした。 

資金不足比率は、次表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 年 度 ２ 年 度 経営健全化基準

(％) (％) (％)

公共下水道事業会計 　　　　 　　－ 　　　　 　　－               ２０．０  資金不足なし

病 院 事 業 会 計 　　　　 　　－ 　　　　 　　－             　２０．０  資金不足なし

 資    金    不    足    比    率

区　　　　　分 備　　　　 　考
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(2) 個別意見 

令和３年度茅ヶ崎市資金不足比率のうち公共下水道事業会計については、経営健

全化基準の20.0％を下回っており、良好な状態にあると認めます。 

病院事業会計については、経営健全化基準の20.0％を下回っており、資金期末残

高も前年度に比べ大幅に増加しています。これは、新型コロナウイルス感染症関連

の補助金の受入れが大きく影響していますが、次年度以降も同様の補助金の収入が

見込めるかは不透明な状況ですので、数値の推移を注視する必要があります。引き

続き、「茅ヶ崎市立病院の経営改革について（茅ヶ崎市立病院リバイバル・ロード

マップ）」における重要業績評価指標について、適宜状況を把握し、適切な取

組を進めていくことを要望します。 

 

(3) 是正改善を要する事項 

特に指摘すべき事項はありません。 

 


